
午前１０時１分 開議

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１３年

第１回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、１２番 北出寧啓議員からは欠席の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において５番 真砂 満君、６番

東 重弘君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、１９番 和気 豊君の質問を許可

いたします。和気君。

○１９番（和気 豊君） おはようございます。日

本共産党泉南市会議員の和気 豊でございます。

大綱４点にわたり一般質問をしてまいります。

大綱第１は、大型公共事業の凍結・見直しと生

活密着型公共事業の推進についてであります。

泉南市は、昭和６２年以降空港関連事業と称し

て大型公共事業を進め、国の単独事業の押しつけ

に追随して未曾有の借金財政をつくり出してきま

した。そして、市長自身は、昭和６２年事業部長

として公共事業の推進に政策的な参画をされる立

場に立たれ、それ以降本来的には府がやるべきり

んくう道路樫井西岡田吉見線など空港関連の大型

公共事業を推し進めた泉南市の公室長兼理事、助

役、市長と、まさに政策決定の中枢に位置してこ

られたわけであります。

その間、借金に頼った市政運営により、借金残

高は一般会計で１１８億７，５００万円から約２４

０億円と２倍強にはね上がり、今や市民１人当た

り３７万円にも達しています。これだけ借金を積

み重ねておきながら、危険、老朽化が問題になっ

ている学校、幼稚園、保育所、学校給食センター

の緊急に求められている大規模改修にはことしで

７年間手をつけず、可能な限りとみずからつくり

出した財政危機を口実に、後列に追いやる立場を

とっています。

－２０３－

そして、さらに問題なのは、市財政悪化の指標

である経常収支比率が１００を超える中、国の行

革大綱を４年前他市に先駆け取り入れ、市民と市

職員に犠牲を強いる行政改革を強行、年を追うご

とにその速度を加速させていることであります。

幼稚園授業料の値上げ、府に同調した老人医療

費助成制度、老人医療一部負担金の打ち切り、敬

老祝い金の大幅な支給打ち切り、そして平成１３

年のことしは保育料、水道料金の引き上げと市民

の暮らしと生活を圧迫、高齢者いじめを進めてい

ます。４年間で約１０億円近い経費効果が生まれ

たと胸を張る市長のとどまることを知らない市民

犠牲の姿勢に、疑念を感じないわけにはまいりま

せん。

莫大なこの借金財政のツケである公債費が危険

ラインである１５％を大きく超え、借金の元利返

済額が一般会計だけでも年間２５億７，０００万円、

下水道会計への借金返済を償う繰出金約１３億４，

０００万円余を合計すると４９億円にもなり、総

予算に占める借金返済の割合は２５％にも達し、

昨年比で約７％も上回ります。まさに市が言うよ

うに、借金返済額が平成１４年に向けピークに達

し、これ以上借金に頼る公共事業ができなくなっ

ているのがことし１３年度の財政上の最大の特徴

であります。

しかしながら、市長の政治姿勢はここまで筒い

っぱいのところまで来ていながら、開発優先の立

場を変えようとしていません。いや、むしろこれ

までの今議会でのやりとりを聞いていましても、

将来を見据えた都市基盤整備に力を入れ、道路、

公園などを飛躍的に前進さしてきた、と誇らしげ

に胸を張られます。

私は各論の質問に入る前に、市長の大型公共事

業に対する考え方と学校、幼稚園、給食センター

などの改修、生活道路、公園など生活に密着した

公共事業を進めていく上での基本的な考えをお聞

かせいただきたいと思います。

それでは、各質問に入ってまいります。

まず第１は、農業公園についてであります。

まさに今年度予算の最大の公共事業です。４億

１，３００万円、一般会計全事業費の３４％、事業

費における借金総額の約４０％もの借金を投入し



ながら、ことしはその通過点に過ぎず、これから

も１１億７，０００万円を超える膨大な市民の税金

を投入することが財政危機のもと、問題はないの

でしょうか。私は、公共事業はすべてにわたって

住民の皆さんの願いを酌み上げ、合意を得ること

を前提に、事業途中のものについては、目的、経

済効果、採算性、環境保全などの角度から徹底し

た見直しを図る必要があると思います。農業公園

の事業目的には、まさにそらぞらしいきれいごと

が並べられています。

問題は、経済効果、採算性、環境保全などの事

前の評価です。今もって市がそのことを実施した

とは聞いておりません。大型公共事業優先の姿勢

をなかなか変えようとしない国でさえ、欧米諸国

と比べれば問題いっぱいではありますが、事業評

価制度を公共事業を進める前提にしています。市

は事前に必要な評価をした上で、この事業を進め

られるのかどうか、まずお聞きをいたします。あ

わせて、利用者の予測、運営管理費節減の具体策

の検討についても１年前の議会で約束をいただい

ております。その結果についてお答えを願います。

第２は、基幹農道についてであります。

総額４２億円、市の持ち出しだけでも約７億円

近い持ち出しが避けられないこの事業についても、

市財政への影響はもちろんのこと、この事業の経

済効果、採算性、環境保全などの事前の評価を市

独自でも実施した上で進める必要があると思いま

すが、答弁を願います。

大綱第２は、介護保険制度の改善についてであ

ります。

その１は、保険料、利用料の軽減についてであ

ります。

私は、一貫して厚生省のワークシートを引き写

しにしたサービス供給量が他市に比べ２倍から３

倍と実情を反映しない高いものになっていること、

そこから試算した保険料が高過ぎることを指摘し

てまいりました。実施から約１１カ月、ほぼ大方

の予測が出ていると思います。お答えをいただき

たいと思います。同時に、その上に立って被保険

者への対応をどうしていかれるのか、お聞かせを

いただきます。

その２は、アンケートによる実態調査の集計結

－２０４－

果が出ていると思います。保険料負担、サービス

基盤の整備、苦情処理への対応に対する被保険者

の意見と、それへの市の対応についてお聞かせく

ださい。

大綱第３は、同和行政の終結に向けてでありま

す。

総務省はことし１月２６日開催した全国都道府

県企画担当課長会議で配付した「今後の同和行政

について」という文書の中で、特別対策は本来時

限的なもの、特別対策をなお続けていくことは差

別解消に必ずしも有効でない。人口移動が激しい

状況の中で、同和地区、同和地区関係者に対象を

限定した施策を続けることは実務上困難、と明記

しています。

また、高知県が２月１９日、同和団体への補助

金の全廃と同和対策本部と同和対策課の廃止を決

めることを表明しています。同和事業終結は、ま

さに時代の流れになっています。残事業の期限切

れを前に、市の対応をお伺いします。

その１は、住宅入居についてであります。

私は、昨年度１２月議会で市同和促進協議会が

市を抜きにし市営住宅への入居決定を行っていた

事実を示して、市の責任で選考をやり直すように

求めました。同時に、市同和促進協議会が公正な

同和行政を進めるために必要な組織という市長の

発言を批判さしていただきました。私がこの問題

を取り上げて以降、いろいろな反響がありました。

その中で、１つだけ事実であれば見過ごしにでき

ないことがありますので、確認をさしていただき

たいと思います。

市営前畑住宅の入居をめぐって不正常な入居が

行われたということであります。私がこの問題を

取り上げるのは、１２年度の１１月のあの不正常

な入居決定では、３７人の申請に対し決定された

のは７人と聞いています。これが事実なら、３０

人は待機を余儀なくされているわけであります。

その一方で、不正常な入居があったとしたら事は

重大です。事実はどうなのか、入居については正

規の手続を踏まえ、適正にやられているのかどう

か、１２年度を振り返って具体的にお答えをくだ

さい。

その２は、幼保一元化という他市にも例のない



幼児教育をやめ、鳴滝第１、第２保育所でも地区

外保育所を実施すれば１３０を超える入所枠がで

き、信達保育所など一般保育所で出ている待機児

をなくすことができると思いますが、地区外保育

を実施していない唯一の市として府からも意見が

出されている保育行政をどう改めていかれるのか、

お答えください。

その３は、公共施設の管理・運営についてであ

ります。

地方自治法１３８条の２には、地方公共団体の

執行機関は、法令、条例、規則、規定に基づく事

務をみずからの判断と責任において誠実に管理し

及び執行する義務を負う、とあります。若松湯、

寿湯の管理・運営について、部落解放同盟鳴滝支

部に管理を委託していますが、その根拠について

お示しを願います。

大綱第４は、地場産業の振興についてでありま

す。

その１は、泉南市の地場産業、中でも繊維、農

業についての現状、とりわけ外国製品の輸入攻勢

の影響下での現状についてお示しを願います。

その２は、昨年９月、泉南市議会は激増する輸

入野菜に対する緊急輸入制限措置（セーフガード）

を求める意見書を採択しています。その後の市の

対応についてお示しを願います。

質問は以上であります。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの和気議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の総括的にお

聞きになられました事業関係について御答弁を申

し上げます。

今、議員披瀝されましたのは、昭和６０年代前

半から進行してまいりました道路整備等について

の御質問であったわけでございますけれども、御

承知のように本市の基幹道路というのは、都市計

画道路として計画決定をして事業を進めてまいり

ました。特に、弱かった海山道路の整備を中心に

進めてまいったところでございます。大きく４本

の都市計画道路を決定いたしまして、府道は府、

市の事業主体の分は市が実施をしてまいりました。

御承知のように本市の都市計画道路は、一定の

間隔ごとの格子状にきちっと都市計画で決められ

－２０５－

ておりまして、その骨格道路としての役割を十分

備えた計画決定となっております。そして、事業

につきましては、空港関連事業ということもござ

いましたけども、そういうチャンスをとらえまし

て、都市基盤の整備の根幹でございます道路を中

心に整備を行ってきたところでございます。

その結果、ごらんのように他市にも例を見ない

道路整備が進んだわけでございまして、これは市

民の利便性の向上を初め、防災上あるいは緊急車

両の通行も含めまして大きな成果を上げていると

ころでございますので、そういう御批判について

は、全く当たらないというふうに考えております。

特に、道路の重要性といいますのは、今日の問

題だけはなくて、将来数十年にわたってこれが機

能を発揮していくという中長期的な観点の部分も

ございますから、そういう意味では非常に今回整

備が一気に進んだということは、高く評価すべき

であるというふうに考えております。

当然、事業をいたしました関係で起債を充当し

ている部分も相当ございまして、その後年度負担

ということで起債残高がふえてまいりましたけれ

ども、平成９年でピークアウトいたしております。

償還につきましては、平成１４年がピークという

ことになっておりますので、ここ１３、１４、１

５ぐらいがその償還がピークになるということで

厳しい財政運営を強いられておりますけれども、

それを越しますと一定返済額も減ってくるという

ことでございます。

また、生活道路等の整備につきましても、毎年

計画的に地域の要望も踏まえた中で整備をいたし

ておりまして、本市の場合はそういう近時的にや

らなければいけない部分と、将来的にわたって実

施をしなければいけない事業と、両方相まって進

行をいたしているところでございます。

また、教育施設の御指摘もございましたけども、

本市の教育施設は、建設の時代から相当年数がた

ちまして非常に老朽化が進んでいるという事実が

ございます。計画的に補修を行っているところで

ございますけれども、阪神・淡路大震災の例の耐

震の問題が生じてまいりまして、まずこのチェッ

クをしないと次に進めないといいますか、補助を

いただけないということもございまして、昨年度



からこれの調査に入っているわけでございます。

本市におきましては、既に小学校については１２

年度で、中学校については１３年度で実施をする

ということにいたしております。

その結果を踏まえまして、これは具体に学校全

体ということでなくて、棟別にこの部分は補修で

いける、あるいはこの部分は大規模改修をしなけ

ればいけないと、こういう分け方で細かくチェッ

クをいたしておりまして、現在その取りまとめを

行っておりますので、それができ次第次のステッ

プに入っていきたいというふうに考えております。

また、老朽化が進んでおります給食センターに

つきましても、１３年度において一部改修を実施

してまいりたいというふうに思っておりまして、

教育施設の整備というのは、やはりこれからの大

きな１つの柱、課題となっていくということで、

積極的に進めてまいりたいと考えているところで

ございます。

その他につきましても、可能な限り生活に密着

した、しかも防災に寄与するような形での公共事

業というものを中心に行ってまいりたいと考えて

おります。

それから、御指摘ありましたセーフガードの件

でございますけれども、これは今議論になってお

りますのは農業の分と、それから繊維の２つがご

ざいます。御質問のありました農業の場合は、本

市は都市近郊の立地を生かしました生鮮野菜等の

供給地でございまして、府下有数の野菜産地とな

っております。野菜生産を取り巻く環境は、農地

の減少、後継者の不足等厳しい状況にあることは

否めません。しかし、優秀な農家が消費者ニーズ

に合った作物栽培、経営の合理化等、自助努力に

よって高品質で新鮮な野菜を都市部に供給をいた

しております。

近年、国際化の進展によりまして、中国、韓国

を初めとするアジア諸国による輸入野菜が増加し

てきております。全国収穫量に対しましてタマネ

ギで１５．１％、ネギで３．４％、キャベツで３％が

輸入されておりまして、野菜全体で約２割が輸入

野菜に占められているという話もございます。市

内の農業経営にも影響があるのではないかという

ふうに考えられます。

－２０６－

国におきましては、現在輸入増加による影響、

セーフガード発動に係る調査が実施されておりま

す。このような状況下におきまして、本市では立

地条件を生かした高収益型の農業を維持していく

ために、生産基盤の強化、新規就農者や女性の参

画支援、地域の農業推進リーダーの育成、経営基

盤の充実を図るために、府あるいはＪＡと連携を

図りつつ、農業者への支援を図っていきたいとい

うふうに考えております。

また、繊維の方につきましては、繊維製品の大

量輸入によりまして、本市の地場産業でもござい

ますタオルあるいは手袋業界も厳しい状況になっ

ております。特に、タオルの分野におきましては、

輸入量は平成１１年で５万１，１７０トン、平成１

２年では５万８，９１８トンとなっておりまして、

産地は大きな打撃を受けております。

昨年７月には、タオル業界が輸入秩序化を早期

に実現するため、泉佐野市におきまして、私も参

加いたしましたけれども、総決起大会を開催いた

しております。また、平成１２年１０月には、全

国織物産地危機突破大会が東京の日比谷公園で開

催され、私を初め泉南地域の市長、町長も参加し、

輸入規制など要望を行ったところでございます。

平成１３年２月２６日には、日本タオル工業組

合連合会が経済産業省製造産業局へ緊急輸入制限

措置、繊維セーフガードの発動要請を行いました。

現在、政府におきましては、その要請を受け、利

害関係者の調査や相手国との協議などを行い、そ

の結果を踏まえ近々判断されるものというふうに

思っております。

一方、消費者には品質がよくて安いものが入る

ことも必要でございますので、国の方においても

ユーザーの意見も聞くというふうにもお聞きをい

たしておりますので、このあたりによりまして、

このセーフガードは今まで発令されたことはござ

いませんけれども、第１号として発動されるのか

どうか、注視をしてまいりたいと思っております。

○副議長（谷 外嗣君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 和

気議員御質問のまず介護保険制度について御答弁

申し上げます。

まず、保険料と利用料の件でございます。介護



保険制度の円滑な運営を図る中、保険料、利用料

につきましては制度の根幹にかかわるものとして、

その運用に当たっては、公的な社会保険制度とし

ての公平性が強く求められるところであり、保険

料はその被保険者の負担能力に応じて御負担いた

だき、利用料はその利用に係る費用について応益

的に御負担いただくことが原則となっております。

保険料につきましては、法制度上その負担能力

に応じて５段階に負担率が定められておりますが、

その被保険者が各段階の境界層にある場合、その

段階を決定するに当たっては、保険料を負担する

ことによって要介護者とならない段階を適用する

ことも規定されております。

さらに、制度の円滑導入のための特別対策に基

づき、新年度は半年間保険料を２分の１に減額す

るとともに、本市の独自減免として、老齢福祉年

金受給者で世帯非課税者のうち、生活困窮者に対

する減免措置を条例、規則に規定、運用している

ところでございます。

利用料につきましては、応益的に介護費用の１

割を御負担いただくことが原則ですが、所得等に

応じて１カ月の利用者負担上限額が定められてお

りまして、具体的には生活保護受給者や老齢福祉

年金受給者で世帯非課税者は１万５，０００円、世

帯非課税者２万４，６００円、その他３万７，２００

円を１カ月の利用者負担上限額として、それを超

える利用者負担額については、高額介護サービス

費として保険から給付されるなど、低所得者に対

し一定の配慮がなされているところでございます。

ところで、平成１２年度の保険給付費の実績見

込みとしましては１２億４，０００万円、当初予算

と比較しまして約６億２，０００万円の減額となる

見込みですが、国・府等の給付費負担金や２号保

険料部分の支払基金交付金も減額となりますので、

１号保険料部分の剰余金は、円滑導入基金の取り

崩し分も含めて１億４，０００万円程度となる見込

みで、昨年度設置しました介護給付費準備基金に

積み立てることになります。

介護保険制度では、３年間の中期財政計画に基

づいて保険料が設定されております関係上、初年

度についてはもともと剰余金の発生が予測されて

おりますが、現状では次年度以降も剰余金が生ず

－２０７－

る可能性も否定できません。

剰余金の使途につきましては、利用料、保険料

などの減免措置費への補てんや平成１５年度以降

の保険料への充当、いわゆる横出しサービスでの

活用や保健福祉事業での利用等が考えられますが、

今後その使途について市内部で検討を進めるとと

もに、介護保険事業計画等推進委員会においても

御検討いただく必要があるものと、このように考

えております。

続きまして、昨年の１０月に実施いたしました

アンケートの分について、被保険者に対する対応

ということで、市の考え方はどうかという御質問

であったと思います。３点ほど御質問があったと

思いますが、このアンケートの調査の内容で総括

的に述べさしていただきたいと思います。

この１０月に実施したアンケートは、平成１２

年９月１４日現在の要介護者あるいは要支援者の

認定者全員の９２３名を対象にいたしております。

そして、回収率は６３．６％で、回収数が５８７件

ございました。

そして、内容といたしましては、現在利用され

ておりますサービスがどうであるかとか、あるい

は施設入所を希望した人で実際に入られなかった

人がどうであるとか、あるいは在宅サービスで満

足されてるかとか、そういった関係の意見をお聞

きするという内容のアンケートでございました。

これにつきましては、サービスの満足度について

は、満足しているというように答えられている人

もおりますし、あるいは介護保険サービスを希望

しなかった方につきましては、経済的な理由によ

って希望しなかったというふうに答えられている、

そういった方もございます。ですから、この辺に

つきましては、今後このアンケートの結果を参考

にいたしまして、今後の介護保険を実施していく

上での参考にしていきたいと、このように思って

おります。

続きまして、保育所の地区外入所について御答

弁申し上げます。

保育所の入所システムについては、児童福祉法

の改正によりまして、従来の行政処分としての措

置から選択利用方式に変更され、保護者の選択権

が明確にされたことにより、同和保育所におきま



しても、入所希望があれば地区外からの児童受け

入れを行うことが必要になっております。

現在、同和保育所の入所につきましては、小学

校区により児童の入所を限定して実施しておりま

すが、今後は地域事情あるいは経緯等を考慮しつ

つも、地区外からの児童の受け入れを促進してい

く方向で、その円滑な実施に向け努力してまいり

たいと、このように考えております。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 市営住宅の平成１２年

度の入居の状況についてお答えをさせていただき

ます。

議員御指摘の前畑住宅及び宮本住宅についての

入居のことでございますが、この２住宅につきま

しては、１２年度現在で第３次までの入居の決定

をいたしておるところでございます。第１次の入

居の決定は平成１２年の８月２２日でございまし

て、この時点での申請者で申します入居の待機者

というのは３３世帯でございまして、このときに

入居決定をしたのが８件でございます。第２次の

入居決定は平成１２年の１２月２５日に行いまし

て、この時点での待機者が２７家族、入居決定が

５件でございます。それから、３次の入居決定は

平成１３年の２月２６日に行いまして、この時点

での待機者が２５世帯、入居決定件数が７件でご

ざいます。

１２年度の現在までの入居決定件数は２０件で

ございまして、これらはいずれも市としての入居

の適正という判断のもとに決定をしたわけでござ

いまして、不適正な入居決定はなかったという判

断でございます。当然、入居の決定に当たって我

々も調査をするわけでございまして、それに違反

しての不正な入居があった場合には、条例に基づ

いて判断をするということになっておるわけでご

ざいます。

それから、途中で入居者が入れかわるとか、そ

ういうような不正な入居と見受けられるような状

況と判断した場合には、入居の適正委員会を設け

まして、その中でいろんな状況等の検討を行い、

最善の判断をして決定を行うということになって

おりまして、平成１２年度につきましては３件ご

－２０８－

ざいました。これらはいずれも解決をさせていた

だいたということでございます。また、内部的に

市としての決定ができないという判断のときには、

いわゆる調停を申し立てるとか、訴訟を提起する

とか、そういう判断のもとに現在は入居の適正化

を図っておるという状況でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 和気議員の同和行

政の終結に向けてのうち、公共施設の管理・運営

についてを御答弁させていただきます。

平成１３年度市政運営方針で市長が述べました

同和行政の基本方針、基本認識に基づきまして、

現在同和行政を推進している中で共同浴場は昭和

４６年に若松湯、昭和４７年に寿湯の２施設を設

置いたし、地区住民の保健衛生面の向上と住民相

互の交流の場として現在利用をしていただいてお

ります。また、現在、地区住民だけではなく、周

辺の市民にも一般開放をいたしております。

管理・運営については、同和行政の円滑な推進

を図る上で地元関係諸団体と建設当時より連携を

持ち、協力が必要であるとの認識のもと、管理・

運営を部落解放同盟大阪府連鳴滝支部に委託をし、

管理・運営に当たり不足金額が生じた場合、予算

の範囲内において助成を行っている現状です。

今後の同和行政のあり方については、国・府の

動向を見据え検討を進めており、共同浴場の管理

・運営についても関係諸団体等と協議を行い、今

後検討を行ってまいりますので、よろしく御理解

を賜りますようお願いいたします。

以上です。

〔和気 豊君「肝心なやつ抜けてるよ、いつも」

と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 失礼しました。大型公

共事業の凍結見直しと生活密着型公共事業の進捗

についてという御質問についてお答えをさせてい

ただきます。

余計なことではございますが、私の考える大型

公共事業といいますのは、例えばダムをつくって、

それで河川の改修を行うとか、また干潟を閉鎖し

て干拓をするとか、そういう自然に対する人間の

挑戦と申しますか、力で自然をねじ伏せると、そ



ういう関係の事業については大型公共事業という

ふうな感覚を持っておりますので、農業公園とか

基幹農道につきましては、これはすべて生活密着

型の公共事業であるという認識を持っております。

それでは、お答えをさせていただきます。農業

公園についてお答えをさせていただきます。農業

公園の整備事業は、農業の振興と市民にレクリエ

ーションの場を提供する目的で鋭意事業に取り組

んでいるところでございます。また、花卉団地に

おきましては、将来に希望の持てる営農環境をと

の農家からの要望がございまして、９年の歳月を

経てようやく昨年１２月にハウスの整備工事に着

手したところでございます。近い将来、府内でも

有数な花の生産団地になるものと確信をしておる

ものでございます。

農業公園は、花卉団地に隣接する立地条件を生

かした花と緑に囲まれた豊かな自然の中で、花摘

みとか作物の栽培等の農作業体験ができるなど、

また交流型の農業を推進する拠点的な施設として

多くの人々に利用していただけると、こういう施

設になると確信をしております。

利用アセスにつきましては、基本計画時に一定

の検討を行いまして、利用者数の推定やランニン

グコストの試算をしておりましたが、１期事業と

しての施設の整備内容及び本市の財政状況を踏ま

えまして、可能な限り運営経費が節減できるよう

再検討をしているところでございます。

継続的で安定的な運営を行うためには大変重要

な課題ですので、ハード、ソフト両面から魅力、

楽しみづくりといった工夫について検討を加えま

して、市民を中心に多くの人々に利用される施設

となるよう十分検討してまいりたいと考えており

ます。検討結果の取りまとめができた段階で、議

会にもお示しをしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

また、基幹農道につきましては、農作物の流通

条件の改善や地域に住んでおられる人々の生活環

境の改善を図るための道路として整備を行うもの

でございまして、市内には金熊寺の梅林などの地

域の資源や市民の里、青少年の森などの公共施設

が点在しておりまして、これらの施設のネットワ

ークを図ることによって、地域振興や市民の余暇

－２０９－

活動の場の拡大にも有効な機能が発揮できると考

えております。

本農道は、市内の農家の賛同のもと事業が認可

されまして、関係地元区からも農道の早期完成に

向け要望の声も寄せられております。市としまし

ては、基幹農道は地域活性化や生活利便性の向上

に必要な施設と考えておりまして、今後とも緑資

源公団と連携しながら、地域住民の方々とも十分

に協議し、円滑な事業推進に努めてまいりたいと

考えております。

また、生活道路の整備についてお答えをさせて

いただきます。

本来、道路につきましては、交通機能のほか日

常生活に欠かせない電気、電話、ガス、上下水道

等のライフラインの施設の収容や消防、防災など

の空間を有し、その機能ははかり知れないものが

あります。

本市には市道として３５４路線、実に延長は１

７０キロメートルもありまして、これらとあわせ

集落内の狭い現行の道路法施行前の自動車等の交

通機関が普及する以前から存在する道路などにつ

きましては、市民生活に密着した道路でございま

すので、先ほども述べましたように、狭い部分に

ついては、利便性の向上とか防災機能の充実等の

観点から、拡幅整備を行うことが必要であると考

えておりまして、この道路の整備についても、順

次必要性の高いところから進めてまいりたいとい

うふうに思っておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） まず、山内部長に一言申

し上げておきたいと思うんですが、聞いてないこ

とを答弁せずに、聞いたことについては抜けない

ように、きっちりと答えてほしいんです。私は、

農業公園についても基幹農道についても、市独自

で経済効果や採算性、環境保全 利用アセスは

何とかしたようなことを言っておりますけれど、

これも見直しせないかん。この３つについてはや

はり十分に事前に、これだけの３０億に近い事業

なんですから、１期工事だけでも２７億近い事業

費を要するわけですから、それについてその辺の

３点を十分見きわめた上で議会にもお示しをし、

そして市民にもコンセンサスを得てやるべきでは



ないか。そこを聞いてるのに、一番肝心なところ

が要らんこと言うて抜けてるんです。そんな怠慢

な答弁ないで。

それから市長に、飛躍的にと、こういうふうに

言われたんでね。ちなみに、本当に飛躍的に前進

したことについて、府道堺阪南線から海側につい

ては確かに道はついた。これは本来府がやるべき

ことを市がやったと、その事実は認めてるんです

よ。やるべきであったことを市がやったんではな

いか、これは認めとるんです。

要は、市内のいわゆる生活道路、市長、例えば

市場岡田線、市内部分で一番狭隘な部分、これ実

際上地元に凍結宣言してますやろ。長慶寺から府

道のところ 府道和泉泉南線と違いまっせ。府

道のいわゆる小栗街道ですよ。伏屋貝塚線です。

その間は凍結宣言してますやん。一番あそこが狭

隘なんですよ。だから、地元はみずから土地を購

入してでも あの真如寺の前の道は狭い。だか

ら、ハッピータウンに抜ける道を土地を購入して、

事業費は市で何とかしてほしいというような話が

実際出てくるわけです。そのことについては、市

長、あれだけの請願があり、全会一致で採択され

ているにもかかわらず、手をこまねいているじゃ

ないですか。

そういう問題があるからこそ、例えば市がやら

れた第４次泉南市総合計画作成のための市民意識

調査報告書ではどうなっているか。道路網の整備

５１％、不満度が４０％を超えている項目を挙げ

ると次のようになる。一番高いのが医療の充実、

これはもうだれしも納得するところですが、それ

は５９％なんです。それに逼近するような形で５

１％というのが道路整備で出ている。どう飛躍的

に市内道路、生活幹線道路が整備されたのか、一

遍お聞きをしたいですね。

それからもう１つ、市長言わしていただきます

と、基準財政収入額、地方交付税の算定の基礎に

なる資料があるんですが、それで道路状況がどう

かとちょっと私調べてみました。先ほど生活道路

のことを言われましたけれども、なかなか６．５メ

ートル以下でいわゆる生活道路、身近な道路はほ

とんど前進してないんですよ。市長ね、平成６年

４月１日、これと５年後の１１年と比べてほとん

－２１０－

ど前進してないんですよ。前進してるのは６．５メ

ートル以上の道路、この中には交付税算定の基礎

になっている樫井西岡田吉見線や市場岡田線、い

わゆる堺阪南線から海側は算定されている。そう

いうところはふえている。身近な生活道路は、ほ

とんど改修もしくは拡幅あるいは新設、これはや

られてない。

だからこそ、市民はよくしたもんで、こういう

不満がきちっと数字に出てきてる。どこが飛躍し

たんですか。それは公園だって、あなたは身近な

生活密着型、公共事業だと、公園もやられたんだ

と。確かにふえてますよ。現在２．３になってる、

１人当たり。この５年間の推移を見ますと、１人

当たり１．６から２．３平米になってる。ところが、

大阪府下の伸びと一緒じゃないですか、伸びた平

米数は。全国からいえばもっと少ない。大阪府下

は５でしょう。うちは２．３じゃないですか。どう

飛躍的に公園が伸びたんですか。あんな問題のあ

ると新聞でも報道されているああいう公園はね。

そら一気呵成に立ち上げたでしょうけども、最も

身近な子供たちがよく利用するような あれも

何か最後には防災公園に変わってきましたやん。

身近な都市公園、これはどうふえたんですか。

確かに、りんくうの方では一定国がつくった公

園はふえました。市がどうやって独自に頑張って、

財政投入してふやしたんですか。それで、その見

返りが市財政にあらわれた、こういうことやった

らわかりますよ。

それから、一番問題なのは、何を言っても問題

なのはやっぱり学校なんですよ。市長ね、震災の

後、確かに耐震構造の問題出ましたよ。これが必

要になってきた。ところが、その直後５年間で学

校の大規模改修をやれば、有利な補助制度の適用

を受けられたんですよ。そうでしょう。今の補助

制度よりもこの５年間にやれば有利だったんでし

ょう。有利な制度があったんでしょう、緊急５カ

年計画で特別に補助率もアップする。

確かにキャパシティーは一部だけやれない。校

舎そのもの全体をやらんとだめだという制限はつ

いておりましたけれども、５年間有利な補助制度

があったんですよ。その間にやらなかった。それ

で、今になって耐震構造でやらなあかん、やらな



あかん、補助もらわれへん、そんな言い方は聞こ

えませんよ、市長。

本当にあなたはチャンスを生かすんや、有効に

市民の税金を使うんや。なぜ一番市民が渇望して

いるこの学校の整備に、有利なときに事に当たら

なかったんですか。ここで飛躍的な前進が図られ

とったら、私はたとえ借金があっても文句言いま

せんよ。それをやってなくて、そして道路につい

てもよく見てみれば、生活道路はほとんど放置さ

れてる。ふえたのは大阪府に肩がわりしたような

道路建設だけや、こうなってきたら、一体この借

金は何やったんや、市民の血税一体どこへ使うた

んや、むだ遣いではなかったのか、こう言いたく

なるのは当たり前ですよね。市長、その点。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 議員おっしゃられてい

る生活道路で、先ほど言われてたのは長慶寺海営

宮池線のことだと思いますが、この長慶寺海営宮

池線につきましては、平成６年の１２月議会だっ

たと思いますが、これについて認定を受けまして

整備をするということで取り組んでおります。当

時５路線の認定を行ったわけでございまして、全

く道路整備をしないというわけではございません。

５路線のうち１つの上村暮間線、また男里６号線

（和気 豊君「議長、質問してることに答えてく

ださいよ」と呼ぶ）、これについては既に整備を

行っておるわけでございまして、今現在……

○議長（奥和田好吉君） 答弁者に注意します。質

問に対してお願いします。

〔和気 豊君「長慶寺海営宮池線のことなんか

聞いてない」と呼ぶ〕

○事業部長（山内 洋君） 生活道路についてお答

えをさせていただいておるわけでございますので

……（和気 豊君「市長にちゃんと答えてもろて」

と呼ぶ）今現在は認定道路の新設については、男

里の周回に当たります北線の道路の整備に取り組

んでおります。しかしながら、億単位で費用がか

かりますので、あっちもこっちもというわけには

いきません。１つずつ着実に整備を進めていくと

いう考えで取り組んでおるわけでございます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 一応紹介のありました道路

－２１１－

については、整備をするということで事業部長が

答えましたけども、認定をいたしましたが、当時

から区内部で反対の署名が出まして、そこで私は

地区に、まず地区内で整理をしてくださいと、意

思統一をしてくださいということを申し上げてお

るわけなんですよ。そういう経過があるというこ

とをやっぱり知っていただいて、なぜ動いていな

いかというのは理解をいただきたいというふうに

思います。

それから、幹線道路はできたけれども、生活道

路が遅いじゃないかという話がございましたけれ

ども、我々の道路整備の仕方としては、まず骨格

道路ですね。これは都市計画道路が多いんですけ

れども、これをきちっと整備をして、そしてそれ

に接続するようないわゆる生活道路を整備してい

くと、こういう二面性を持っているわけでござい

ます。

生活道路についても、今事業部長が答えました

ように一挙にはいきませんけれども、順次整備を

しておりまして、相当整備が進んできております。

特に、やはり将来的なことを考えますと、幹線道

路というのは非常に幅員の広い、また歩道もしっ

かりした歩道、そして２車線以上というのがある

わけでございますから、いわゆる生活道路だけで

はなくて、防災機能とか多面的なものを持ってい

るわけでございますから、これを先にきっちり整

備をすると。

それはチャンスを生かすということを申し上げ

ましたけども、議員言われましたのは、府が本来

やるべきことを市がかわってやったんじゃないか

というようなお話でございますが、それは全く逆

でございまして、本来市がやるべき道路を府のり

んくうタウンという１つの事業に入れまして、そ

この進入用道路という位置づけをして企業局から

も負担を求めて、より有利な事業展開をしたと。

しかも、早期に短時間でできたと。

ああいう都市計画道路は私も道づくりを四十数

年やっておりますが、１０年、２０年かかるのは

当たり前なんですよ。それがこういう短期間にあ

あいう幹線道路が何本もできるというのは、本当

にまれな珍しいことでございまして、私近隣のい

ろんな方から、議員さんともおつき合いございま



すし、お話を聞きますけれども、泉南市は本当に

道路はよくなったねという話を随分聞きます。で

すから、それだけやはり投資効果が速やかに発揮

できたというふうに思っております。したがいま

して、そのことが起債の残高につながっていると

いう事実もございますけれども、決してそれは、

市民の皆さんに有益に作用しているというふうに

考えております。

それから、公園の話もございましたけども、こ

れもできるだけりんくうにもつくっていただくと

いうことで、府のお金を使って市の公園を設置し

ていただいたということもございますし、街区公

園を今整備いたしておりますのが、これらについ

ては順次今後整備をしていきたいというふうに思

っております。

さらに、下水道への繰り出しもふえております

けども、ゼロからのスタートでございましたけど

も、３２．３％というこの泉南地域でも市では岸和

田市に次ぐ普及率まで上がってきたと。これも知

恵と工夫をしながら、できるだけ大阪府に流域幹

線に置きかえをしていただいて効率を図っている

ということでございますから、その点は十分御認

識をいただきたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） あのね、質問をよく聞い

て答弁をしてほしいんですよ。私は、市場岡田線

の一番市民が望んでいる長慶寺下からいわゆる小

栗街道、この部分がそのまま放置されている。こ

こが一番狭隘だから市民は何とかしてほしいと。

よく通る道路ですよ、市民の皆さんはね。山から

海側へ向けて、最もしきりによく利用されている

道路、これがつかないから業を煮やして地元は、

長慶寺海営宮池線というふうな道路をみずから土

地を買うからつくってほしいと、そういう形で請

願までされた、こういう話をしたんです。よう質

問を聞いて答弁してくださいよ。

そういう肝心なところが抜けて、そんなもんり

んくうから金入ってくる、１００億、それが５０

億になって、それで今や６，０００万しか入ってこ

ない、年間ね。そういうところへ先行投資をして、

確かに道路だから、りんくうへ行く人は利用しま

すよ、そら。全く利用しないというようなことは

－２１２－

あり得ないんですから、道路ですから。しかし、

本当に市民が望んでいる道路については、据え置

かれているという状況もあるじゃないか、こうい

うことで、この点では身近な生活密着型の生活道

路や学校や、こういうものがやっぱりいたずらに

放置されてきた、こういうことについての厳然た

る事実、これはゆるがせできないんですよ。そう

いうことを私は言ってるわけです。

それから、先ほどの農業公園の問題は大事な問

題ですから、これは生活密着型やと言われた。し

かし、仮にもこれだけの２５億という投資、泉南

市の持ち出しは圧倒的に土地を購入し、造成をす

る。ほとんどこの部分については補助がつかない。

圧倒的に市の持ち出しで、まさに国が言っている

単独事業、金は貸してやるけども、補助はつけな

い。単独事業やったらやりなさいと、単独事業に

丸々乗っかった大変な持ち出しを伴う事業なんで

すよ。

だからこそ経済効果はどうだ、投資効果はどう

だ、採算性どうだ、後の運営、これは与党の議員

さんからも質問が出ました。運営経費はどうなる

か。こういうことを十分に事前に見きわめて、議

会にも提出をし、市民の皆さんにも提示を申し上

げる。そして、合意を得た上で進めたらどうか。

そら一定の目的ありますよ。今、そのことを言

ってるんです。だから、よく聞いて答弁してくだ

さいね。自分の都合のええ部分だけで、わかって

る部分だけで答弁しない。こちらの質問に全面的

に答えてください。

それから、もう１つは、基幹農道の問題もそう

なんです。同じなんですよ。例えば、基幹農道、

１６年から１５年で償還をすると。大体、毎年ど

れぐらいの償還額になりますか、平均すれば。こ

れは起債を伴いますでしょう。ちょっと教えてく

ださい。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 肝心な部分ということ

でございましたので、お答えをさせていただきま

す。

議員おっしゃられている認定道路につきまして

は、都市計画決定を打ちました市場岡田線、これ

に重複して市道認定をいたしました長慶寺市場線



のことだと思います。

これにつきましては、先ほども言いましたよう

に５路線を平成６年に認定したわけでございまし

て、５番目の道路でございます。なるほどこれは

都市計画決定を打った道路でございますので、事

業認可を受けてやるのが当然でございますけども、

相当時間がかかるということで、市道として事前

に整備すればどうかと、この期間に整備すればど

うかということで認定をされたわけでございます

が、今現在考えておりますのは、砂川生コンのと

ころから尋春橋を渡って、この市場岡田線の道路

を事業認可を受けて行い、また樫井線……（和気

豊君「議長、勝手に答弁しとったらあかんがな、

質問に答えてやらんかい」と呼ぶ）いや、砂川樫

井線を利用することによってこの長慶寺岡田線の

必要性は薄いという部分で、通過交通の分では薄

いという意味で後回しになっている部分でござい

まして、現在としては５番目の認定道路の整備と

いう順番づけをいたしておるところでございます。

それから、農業公園の運営とかこういうことに

つきましては、平成１６年度に事業完了をしてと

いうことでございますんで、十分議会を初め市民

のコンセンサスを得ながら、運営について検討し

ていくということでございますので、時期的にお

くれるということはないと。つくってからではご

ざいません。つくっておる最中でございますので、

これから十分にコンセンサスを得て運営について

は決定をするということでございます。

それから、基幹農道の市の負担額でございます

けども、直接的には当初の計画の負担では市が６

分の１となっておりますので、６億８，５００万円

となっております。これに利子がつくわけでござ

いますけども、事業完了後１５年間の均等償還と

いうことになってございます。利子とかについて

はまだ未定でございますので、年間の償還額が幾

らになるものかというのは、ちょっと今の段階で

は算出できないということでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 議長ね、質問者が質問し

てることについて答弁をきっちりさしてください

よ。勝手に質問もしてないことをだらだら答弁し

て、少ない時間を稼がれたんではたまりません。

－２１３－

それで、１５年で約７億返済するわけでしょう。

大体試算できますがな。５，０００万ぐらい要るわ

けでしょう。そしたら、泉南市の例えば農業予算、

一番ふえていることし、ただし農業振興費８００

万何がし、農地費１，６００万何がし、両方で約２，

５００万なんですよ。ほかの事業費を除いて、農

地の振興や農業をどうするかという費用がわずか

年間２，５００万。ところが、この事業については

年間やっぱり５，０００万を１６年以降償還してい

かなあかん。利息はさらにその上にオンされると

いうことになるわけですからね。

その辺をよく考えた上で、だからこそ今の時点

で採算性の問題、経済効果の問題、それからオオ

タカが出るという問題もありますから、環境評価

を事前に、もう運営直前ではなくて今やるべきじ

ゃないですか。これが私の意見なんですよ。そし

て、議会でも決算委員会でもそういう意見は多く

あったわけでしょう。そういうことに真摯にこた

えて事業を進めていくと、市民の税金を預かる市

が。当たり前のことじゃないですか。私、そうい

うことを言ってるんですよ。

そういうことについてお答えもないし、お答え

ないということはやる気がないのか、こういうふ

うになりますが、そういうふうに判断さしていた

だいていいんですね。事前の必要な評価、国でも

事業評価というものをきっちりやってるんです。

直接市民の生活にかかわるというんであれば、そ

ういうことを市民にちゃんと披瀝する。当たり前

のことじゃないですか。口先だけで言ってたらい

かん。事実を示して、計数も明らかにして提示す

るのが当たり前のことじゃないですか。そのこと

を何でやれない。

それで、もうそのことはそれでよろしいです。

そういうふうに判断していいですね。やらないん

やな。やるのか。そのことだけ答えてください。

○議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 財政収支との関連を御

指摘されてるわけでございます。その中で、農業

公園につきましては、事業費としては２５億円と

いうことで、１３年度以降１６年度完成まで１５

億円ということでございます。この点につきまし

ては、国費、起債等の活用を進めてきてございま



して、今後の必要経費につきましては、収支見通

しの中でカウントをいたしておるというところで

ございます。

その一方、基幹農道についてでございますが、

この件につきましては、完成が今のところ１７年

度完成予定ということになってございまして、そ

の後の償還等につきましては、現在の収支見通し

の中では含まれていないというのが確かに実態で

ございます。

ただ、前の収支見通しの中でお示しさしていた

だいてますように、今後の年間の投資額が２０億

という中での関係から見ていきますと、砂川樫井

線につきましては、おおむね大体１５年ぐらいで

終わるわけでございますし、市場岡田線の改良事

業も大体１６年度程度で終わるというふうなこと

でございます。そして、また農業公園におきまし

ても、先ほどお示しのように大体１６年程度で終

わるという中で、今後その基幹農道がその後の償

還ということになっていきますので、十分可能で

あると思っておりますし、また収支見通しにつき

ましては、行革大綱の中でもお示しのとおり、毎

年ローリングを行っていくということになってご

ざいますので、その範囲内で十分可能であると思

っております。

それと、やはり前々から山間部の開発というこ

とで論議もされてございますが、泉南におきまし

ては４０年代の堀河ダムの完成後、目立った投資

はやってきておらないわけでございまして、その

点を踏まえまして御理解をお願いしたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） それから、過日の産業建

設常任委員会に示された農業公園の運営について

のこれは変更資料ですね。いわゆる１次計画、最

初に出された計画は変わってる、こういうふうに

見たらいいんだと思うんですが、農園ゾーン、こ

れが１，２へクタールと大幅にふえている。ここで

農園をやってもらう。農園をやるならば、高い造

成費かけて、高い用地取得費やってこんな農園つ

くらんでも、今泉南市で遊休農地が１，２ヘクター

ルの１０倍で１２ヘクタールあるんです。これを

有効活用したら、こんな高い投資を、二十数億も

－２１４－

するような投資、１，２ヘクタール、大部分じゃな

いですか、全体面積の。これを貸し農園でやる。

もったいない話ですよ。まさにむだ遣い。だから

こそ私は見直しを言ってるんです。そのことを一

言言っておきたい、こういうふうに思います。

それで、あと谷部長ね、結局当初次年度に向か

って積み立てるべきお金は２，０００万少々、これ

を見込んでおった。これで当初十分採算がとれる

と、次年度に向けてはね。ところが、１億４，００

０万、私が指摘していたとおりに保険料が高過ぎ

たと、ボタンのかけ間違いと。最初に人件費をけ

ちったばかりにそういうことになって、結局実態

に見合ったようなサービス料が出せなかった。そ

れから逆算して、厚生省言いなりの試算に基づい

て保険料を算定された。結局は余ってきたわけで

しょう。差し引きしても１億２，０００万余るわけ

でしょう。

このことについては、大阪府や国や泉南市は、

ちゃっかりと余った部分は返してもうてるわけで

す。返してもらえなかったのは市民です。ほんま

に保険料が高くなって、利用料も高いということ

で、泉南市のこの実態調査でも２割の皆さんが高

くなった利用料で、経済的な理由によって受けら

れないんですね。みずからサービスを切り縮めて

おられるわけです。ちゃんと答え出てるんですよ。

だからこそ、この当初予定したよりも１億２，００

０万多い、取り過ぎた保険料に対する還元は、市

民の皆さんに これは３年間のローリングです

から、保険料は安くすることはできませんね。さ

すれば、単年度ごとにできる利用料、これで還元

をすべきではないか。

今、ホームヘルパーさんだけ３％、あとは全部

１０％でしょう、一番多く利用されているデイサ

ービス、そのほかショートステイ、訪問看護。こ

れを３％に引き下げても１，８００万でいけるわけ

でしょう。せめて１，８００万ぐらい還元したらど

うですか。保険料は動かせない。そうしたらもう

利用料に還元するしかないじゃないですか、利用

料の軽減に。これは具体にこういう立場で検討さ

れていくのか、そういうことを一言お聞かせいた

だきたい。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。



○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 平

成１２年度当初予算からこの決算見込みの数字を

比較しまして、この保険給付費については、先ほ

ど示さしていただきましたように６億２，０００万

ぐらいの減額となってくる見込みだと。それで、

その税の分については１億４，０００万程度、これ

は次年度に繰り越し、積み立てるという数字が出

ております。ですから、この辺につきましては、

当然一番最初のこの介護保険の予算を組むときに

は、例えば実態調査でありますとか、あるいは国

のそういった指標でもって予算を組んだというと

ころもございます。

ただ、介護保険につきましては、当然初年度で

あるということもありまして、我々としましても

その辺の数値を参考にこの介護保険の予算を計上

さしていただいたというところもございます。そ

の辺についてはある程度御理解をいただきたいと、

このように思います。

ただ、現実的に１億４，０００万円を今年度に積

み立て、また来年度以降もそういった形で積み立

てるという状況も出ております。この辺につきま

して、先ほども答弁さしていただきました、特に

その剰余金の使途については、利用料とかそうい

ったものについては、当然我々としても検討して

いくという姿勢は持っております。そして、その

方法につきましては、例えばどういった形でサー

ビスしていくのか、あるいは別の形でいくのかと

いうところも含んで今後は検討してまいりたいと、

このように思っております。

そして、またそういう検討を進めるについては、

介護保険事業の計画の推進委員会ですか、そちら

の方にも御意見もまたお聞きしながら、この問題

については対応していきたいと、このように考え

ております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） サービスに還元すると、

こういう立場も含めて検討すると、こういうこと

がありました。

市長、取り過ぎた保険料、これでだぶついてる

お金、これについては、当然積立金ということで

処理するよりも、非常にみずからサービスを縮減

して耐えておられる、こういう皆さんのためにい

－２１５－

わゆる還元をする、こういう基本的な立場はおあ

りでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 介護保険については、昨年

４月から実施をしまして、市町村が運営主体にな

るという、いわゆる経営をしなければいけないと

いう立場にあるわけでございますから、初年度は

利用者の周知あるいはその他含めて若干性急なこ

ともあった関係上、結果としては非常に少なかっ

たということでございます。

ただ、やっぱり不安はあるわけですね。赤字に

してはいけないというのがありますので、そうす

ればもう市民全体にまた御迷惑をかけるというこ

とになりますので、そうならないように、できれ

ば初年度だけではなしに、２年、３年見通した中

で安定的にそれが少ない負担で済むということの

見通しがつけば、当然それをいかにまた還元をさ

していただくかということを検討しないといけな

いというふうに思っておりますから、一方では不

安を持ちながら、一方ではそれをやはり還元した

いという気持ちもございますので １２年度は

そういうことでございました。

それで、１３年度を見据えるということでござ

いますので、その辺の見通しを十分立てた中で、

なおかつ剰余金が発生するという見通しが立てば、

我々の方でその処理の仕方を考えたいと思います

し、それから保険の推進の協議会もございますの

で、そちらの御意見も伺いながら、また還元につ

いても含めて考えていきたいと、このように思っ

ております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 今年度、１３年度の会計

で１億１，０００万積立金をちゃんと確保してるん

ですよ。これは１億４，０００万とは別にね。だか

ら私申し上げてるんで、１億４，０００万を１３年

度に先送りするという話と違いますからね。そう

いうことで、これは有効活用できる財源だと、こ

ういうことを前提に市長に申し上げたんです。そ

の辺は市長もヒアリングを十分受けておられない

んで、これはやむを得ないと思います。よろしく

対応をお願いしたいというように思います。

それじゃ、次に同和行政の問題なんですが、私



は１３８条の２項をあえて問題に出して、市が行

う事務については、法や条例あるいは規則、規定

にのっとって適正に行われなければならない。あ

えて申し上げたのは、このふろのいわゆる委託契

約、委託管理についてなんですが、これはちゃん

と当然地方自治法にのっとって契約条項があるわ

けですが、それにのっとってちゃんと契約されて

いるんですね。

当然、政令には資力、信用、技術、それから経

験、こういうことに基づいて、毎年随時契約みた

いな格好で委託契約されているわけですから、そ

ういう場合にはこの４つを踏まえて契約をしなけ

ればならない、こういうふうに政令ではうたわれ

ているわけですね。当然、そういう中身になって

いるというふうに思うんですが、その点契約の中

身も含めてお示しをいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） さきに述べました

ように、この共同浴場につきましては、昭和４６

年、４７年当初から今議員が申されました内容に

おいて契約を行っております。ですので、それか

ら約三十数年になるんですか、当然我々といたし

ましても、そういう形で契約を毎年行っていると

いうことでございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと申し上げにくい

んですが、私４つの点挙げましたよ。資力、信用、

経験、技術。技術はそういうボイラーを取り扱う

皆さんがおられるということで、これは了とした

いと思うんですが、例えば事故が起こった。こう

いうところですから、事故が起こる可能性はある

わけですね。市民の貴重な財産です、税金を投入

してつくった、４６年、４７年に。そういう瑕疵

があった場合に、その補償はどういうふうにうた

われてるんですか。信用、資力、いわゆる事故が

起こった場合に、そういう契約相手がちゃんと資

力をもって償えると、こういうことにちゃんと契

約ではなってるんですか。瑕疵担保、そういうも

のの補償がちゃんとやれているんでしょうか。そ

の辺を聞いてるんです。

仮に、請負先が運動団体であっても、契約はき

－２１６－

っちりと法にのっとってやらなければいけない。

当たり前のことなんです。これが１３８条の２項

の精神だ、こういうふうに私申し上げて、それを

前提に質問してるんで、その点をお聞かせいただ

きたい。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） この２浴場の契約

につきましては、行政といたしましては運営につ

いて契約をしているものでございます。ですので、

そういう事故等については、当然先ほど申し上げ

ました管理・運営を行っている部落解放同盟大阪

府連鳴滝支部と十分に協議を行うということにな

っておりますので、その辺は我々としては、この

約３０年の間にそういう事態は惹起しておりませ

んが、今後そういうものが発生した場合も、当然

やはりこの団体さんと協議を行ってやってまいり

たいと、このように考えておる次第です。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 部長ね、私は適切な契約

であるかどうかというふうに言ってるんで、そん

な協議をするというようなことが契約の中にうた

われてるから、それで契約がいわゆる法にのっと

って適正なのだと、こういうことでは聞こえませ

んよ、これは。これは聞こえません。契約相手に

瑕疵あれば、ちゃんとそれの責任は委託の範囲で、

委託契約管理責任も当然そちらに持っていただく

と、これが契約のあり方です。だから、そういう

ことを含めて不備な点もあるわけですから、見直

しについてはこれは誠意努力してやっていく。相

手あることですから、その点では協議しなければ

なりませんけれども、今までやってきた経過があ

りますからね。

しかし、その場合に市の基本的な姿勢としては、

法にのっとって毅然と今後の処置をしていくと、

こういうことについてはやられますね。そういう

ことを聞いてるんです。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） さきに答弁申し上

げましたように、この件以外につきましても、当

然今後同和行政については平成１３年の末で期限

切れとなります。それに伴いまして、現在もすべ



てについて関係諸団体と協議をしながら進めてま

いっております。ですので、この浴場につきまし

ても当然検討をしてまいりたいと、さきに述べま

したように、検討を加えてまいりたいという考え

で進めていっているところでございます。

よろしく御理解のほどお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 法、条例にのっとって適

正な処理を心からお願いをしておきたい、こうい

うふうに思います。市が責任を持って利用者に便

宜を図っていく、こういう体制もあわせてとって

いただきたい。９時に締まるようなことではやっ

ぱりぐあいが悪いんではないかと、こういう声も

聞こえておりますので、その点市が利用者住民の

立場に立って厳正に運営をしていくと、こういう

ことが必要ではないか、こういうふうに思います。

よろしくお願いをしたい、こういうふうに思いま

す。

それから、住宅の入居の問題なんですが、山内

さん、１１月に行われたあの不正常な入居手続、

入居審査は没にして、いわゆる市同和促進協議会

検討委員会ですね、これが決定をされたあれは没

にされて、その後１２月２５日決定をしたと、第

２回目の判断をされたと。これはどういう体制の

もとにやられたんでしょうか、そのきっちりやっ

た３回、１２月２５日は。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ３回行ったわけでござ

いますけども、いずれの回も入居の決定は市が行

うわけでございまして、調査も市が行っておりま

す。ただ、推薦を受けてという形になってござい

ますので、各入居希望者の方がおられるというこ

とで、入居の検討委員会で適正な入居であるかど

うかという判断のもとに、泉南市の方に推薦を受

けております。これらに基づいて市が独自の調査

を行って、適正があるかどうかの判断を行い、入

居を決定したわけでございまして、今後とも本来

部落差別につながる住宅施策であるという確信の

もとに住宅入居を行ってきたわけでございますの

で、その趣旨に沿って行っていきたいというふう

に思っております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

－２１７－

○１９番（和気 豊君） 議長ね、本当に困るんで

すよ、これ。聞いてることにいっこも答えんとね。

だから、１１月のあの入所決定についてはイレギ

ュラーなもので、１２月２５日のこれが市として

主体性を持って、責任持ってやられた適正な委員

会ですねと、こういうことを聞いてるんです。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。質問に的

確に答えてくださいよ。

○事業部長（山内 洋君） 済みません。先ほど差

別につながると申しましたが、差別解消につなが

る住宅施策ということでございますので、御了解

いただきたいと思います。

それと、入居の決定について検討委員会がある

わけでございますけども、これについては事業部

が検討委員会の設置を要望いたしまして、人選を

行い決定したものでございまして……（和気 豊

君「１２月２５日が適正やったかどうかと言うて

る」と呼ぶ）その判断のもとに推薦をいただいて、

行政が決定をするわけでございまして、行政が決

定委員会を持っておるというわけではございませ

ん。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ８月２２日もこれは市が

決定権を持っていない、推薦を受けて決定をした

と、こういうふうに受け取っていいんですね。３

回市として３０倍の入居を推薦を受けて適正にや

ったと。最終判断をやったというふうに思います

が、それで例えば８月２２日の決定ということに

なりますと、当然５月２日に入居申請をお出しに

なった方、これはここで審査されていますね。こ

の結果については、ちゃんと事後、合格やったの

か、不合格やったのかということはちゃんと連絡

されておりますか。連絡受けてないんですよ、こ

の８月の分は。

確かに、１１月にやられた市同促の中の決定委

員会が決定をした、この不正常なあり方の分につ

いては、はがきで不合格でしたというのが来てる。

しかし、５月２日に出した人は、当然この１１月

１日のことではなくて、８月の分で可否決定がさ

れて、その連絡がいってなければおかしいですね。

いってないんですよ。正規の決定だったんですか。

ところが、いわゆる推薦すべき、市同促という団



体が適正な推薦をやらなかったんですか。人を見

て判断したんですか。この結果はどないなってる

んですか。正規にやられたんですか。正しい決定

委員会だったんですか。その辺どうですか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 第１次の決定について

の 待機者に正否と申しますが、入居できるで

きないの通知があるない、これは別にいたしまし

て、きちっとした判定委員会で判定した結果でご

ざいます。

○議長（奥和田好吉君） あと１分です。まとめて

ください。和気君。

○１９番（和気 豊君） 正規に審査してあれば、

心待ちにしておられるわけです。いわゆる自分の

生活がかかってるわけですから。それに対して可

否の決定を速やかに通知する。当たり前のことじ

ゃないですか。それもやっていない。そして、正

規の形できっちりやっているんだと。市が本当に

主体性を持って、きっちりと入居についても

もう残事業は今年度で終わるんです、１３年度で。

本当に市が主体性を持って公平に市民に喜ばれる

ような差別解消の事業を進めるように私は強く要

請をして、質問を終わります。

○議長（奥和田好吉君） 以上で和気議員の質問を

終結いたします。

午後１時まで休憩します。

午前１１時３３分 休憩

午後 １時 １分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

皆さんに申し上げます。議場へ携帯電話を持ち

込む際は、必ず電源を切っておいてください。

次に、７番 市道浩高君の質問を許可いたしま

す。市道君。

○７番（市道浩高君） ２１世紀クラブの市道浩高

です。平成１３年第１回定例会の最終の質問者で

ございます。通告に従いまして、一般質問をさせ

ていただきます。

大綱第１点、教育問題についてお尋ねします。

いじめ、不登校、問題行動、学級崩壊など山積

する教育課題を解決し、教育改革を実現するため

の１つのキーワードは、教職員の意識改革が挙げ

－２１８－

られます。最近のマスコミや新聞報道を見ますと、

ほとんど連日のように教育に関する報道がなされ

ている感があります。

折しも、教育改革国民会議報告書は、教育行政

や学校の情報を開示し適切な評価を行うことで、

健全な競い合いを促進することが教育システムの

改革にとって不可欠であると述べております。

教育行政や教育機関が社会に対する説明責任を

求められる中で、教員の資質・能力の向上や意識

改革が一層求められるものと思いますが、教育委

員会の指導力不足の教員の問題にどのように対応

されておるのか、お示し願いたい。

２点目として、施設に関しまして、本市の財政

難の中、改修・改善費を獲得するのは容易ではな

いと思いますが、危険性、緊急性に対しての年次

的計画があればお示しください。

大綱第２点、次にりんくうタウンについて質問

します。

りんくうタウンの活性化のため、また大阪府の

施策との相乗効果をねらい、本市は平成１１年４

月から企業誘致促進条例を施行しましたが、その

後企業立地はどう進んだのか、お聞かせいただき

たいと思います。また、りんくうタウンの早期整

備には、防潮堤の撤去がぜひとも必要であります。

現在の状況について御説明いただきたい。

大綱第３点、介護保険の進捗状況と見通しにつ

いて、介護保険制度が施行されて１年になろうと

しておりますが、現在本市の介護保険はどのよう

な状況にあるのでしょうか。４月に介護保険によ

るサービスが開始され、１０月から保険料が徴収

されるなど、本市の介護保険にもさまざまな課題

が見えてきているのではないか。

まず、これまでの間のサービスの利用状況や保

険料の収納状況についてお示しいただきたい。今

後の見通しについてもお聞かせください。

さらに、保険料の徴収が開始された時期に多数

の苦情があったと聞いていますが、現在どのよう

になっているのか、お聞かせ願いたい。

また、サービスの利用に伴う保険給付の状況と

保険料との関係についてもお教えください。

大綱第４点目、環境問題について、家電リサイ

クル法についてお伺いします。



４月１日より施行されますこの法におきまして、

施行後不法投棄がふえると懸念いたしていますが、

行政はどのような考えを持っているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

壇上よりの質問は、これにて終わらせていただ

きます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの市道議員の質

問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方からりんくうタウン

についての御質問にお答えを申し上げます。

りんくうタウンの現状につきましては、まちづ

くりあるいは産業振興の観点から、さらには財政

上の視点からも極めて遺憾でございまして、その

活性化に向けて全力を傾注しているところでござ

いまして、市政上の最重要課題の１つであると考

えております。

このような状況下、りんくうタウンの活性化を

目指し、これまで大阪府は産業活性化ゾーンの設

定と分譲価格の引き下げ、補助制度、融資制度の

充実を図ってまいりました。本市もこれらの施策

との相乗効果を考え、一昨年の４月からりんくう

タウンへの立地企業に奨励金を交付する泉南市企

業誘致促進条例を施行したところでございます。

ところで、大阪府はりんくうタウンの活性化を

目指し、職員によるプロジェクトチーム、学識者

による検討委員会を昨年１１月に相次いで設置し、

活性化方策の検討を進めておりますが、今回さら

に約３０％の分譲価格の引き下げを実施するとと

もに、法人事業税や不動産取得税の軽減などを含

む税制優遇策をも検討しているところでございま

す。

企業立地の実績でございますが、誘致条例施行

後は１社が立地済みでございまして、現在２社が

分譲を申し込みされ、審査会においてきょう現在

では決定されているというふうにお聞きをいたし

ております。１社は市内の準工業地域で営業され

ておられる企業でございまして、今回住工混在の

解消というりんくうタウンの本来の目的に即して

りんくうタウンに移転するものでございます。面

積として約２，２６５平方メートルを予定されてお

られます。業種といたしましては、電子部品製造

業ということで、精密電子部品等ということにな

－２１９－

っております。

もう１社は、現在吹田市にあります大阪支店及

び工場を移転するというものでございまして、面

積が８，１２６平方メートルということでございま

して、ここは業種的にはその他製造業ということ

になっておりますが、ＩＴ機器向けの部品という

のが主要製品というふうにお聞きをいたしており

ます。４月早々には正式契約をされるというふう

にもお聞きをいたしております。ですから、これ

らをまた１つの契機といたしまして、今後さらに

りんくうへの進出促進が図られますように、今後

とも本市並びに大阪府と一緒になりまして誘致に

努めてまいりたいと考えております。

次に、防潮堤撤去の御質問でございますが、防

潮堤撤去の目的は、りんくうタウンの活性化のた

め、あるいは内陸部との環境改善、そして防災上

の観点からもこれはぜひ必要であるということで、

一昨年３月、関空２期関連の大阪府への要望事項

の１つに含めてお願いをしておりましたけれども、

その中で府からは、貴市と協議をしながら順次実

施したい旨の回答がありました。その後の協議の

中で、北から順番に撤去していきたいと基本的な

考えをお聞きいたしております。

具体的には、今年度、１２年度におきましては、

岡田地区の一部約４７０メーターの撤去を行うと

いうことで既に業者も決定しておりまして、地元

への説明を終え、近く工事に着手するというふう

にお聞きをいたしております。この部分が撤去さ

れますと、その跡は生活道路、防潮堤道路の拡幅

工事を本市が行うということになっておりまして、

平成１３年度当初予算に延長約３００メーター分

の事業費を盛り込んでおります。この事業費につ

いては全額企業局負担ということでございます。

順次今後とも南に向けてこの防潮堤の撤去をいち

早く進めていただきますように、引き続いて企業

局の方にも要望してまいりたいというふうに存じ

ております。

ほかにつきましては、担当部局より御答弁申し

上げます。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 市道議員御質問の

指導力不足の教員の問題について御答弁申し上げ



ます。

議員御指摘のとおり、今日の教育改革、学校改

革、とりわけ開かれた学校づくりの重要な視点に、

管理職も含めた教職員の意識改革がございます。

社会や時代の変化を見据えた大胆な意識改革なし

に、開かれた学校づくりは望めないものと認識い

たしております。

さて、指導力不足教員等の問題に対する教育委

員会としての対応でございますが、御承知のとお

り、現在大阪府教育委員会におきまして教職員の

資質向上に関する検討委員会が設置され、鋭意審

議が重ねられ、現在一定の中間的な取りまとめが

なされております。その中間的な取りまとめを見

ますと、いわゆる指導力不足の教員について、そ

の状況や程度について４つの区分を設けて、それ

に対する対応策が検討されております。

申し上げますと、第１に指導力に関し支援を要

する教員、第２に指導力不足の教員、第３に適格

生を欠く教員、第４に疾病等により指導力が発揮

できない教員と、申し上げましたように大きく４

つのレベルに区分をして、それぞれの区分ごとに

どのような支援策あるいは対応策、処置策が必要

なのかということが現在検討され、おおむね今年

度中には取りまとめがなされるんではないかと、

このように思ってます。

本市教育委員会といたしましては、大阪府教育

委員会の最終的な取りまとめを参考としつつ、本

市教育基本方針並びに学校教育努力目標を踏まえ、

教職員の資質や能力の向上、さらには意識改革を

図っていきたいと考えておりますので、よろしく

お願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 御質問のうち、学

校の施設の修繕関係についてお答え申し上げます。

本市の教育施設の多くは、築後二十数年経過い

たしまして、施設そのものの構造、機能面に老朽

化が進み、補修や改修の必要性が生じており、常

に申し上げておりますが、緊急・危険性のあるも

のから優先的に改修を行っているところでありま

す。

これにつきましては、学校から一定の要望を受

けておりますし、そんな中で教育委員会からも出

－２２０－

向いていきましてヒアリング等をやっております。

そして、学校生活に支障のあるもの、例えば緊急

に扉が動かないとか、あるいは壊れているとか、

こういうようなあたりとか、そういうようなあた

りの緊急性のあるものとか、そういうようなあた

りをまず重視いたしまして、学校現場と協議しな

がら進めてまいっております。

また、大規模改修を計画的に実施すべく、耐震

診断につきましては、１２年度より耐震予備診断

を小学校１１校で実施してまいっております。１

３年度につきましては、中学校４校の耐震予備診

断を実施してまいりたいと考えております。

今回実施した耐震予備診断につきましては、建

築物の一生レベルでの考えを持って、社会的財産

としてどのようにしていくのかを考える１つの要

因としてとらえ、建築物の保全とあわせて合理的

な判定を下して、効果的な改築、修繕に早急に着

手できるようつなげていきたいと考えております。

今後とも、児童・生徒の生活の場としてふさわ

しい安全で潤いのある教育環境づくりの推進に努

めてまいりたいと考えておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 市

道議員御質問の介護保険の進捗状況とその見通し

について御答弁申し上げます。

介護保険制度が昨年４月に施行されまして１年

を経過しようとしておりますが、この間大きな混

乱もなく、本市においても比較的スムーズに介護

保険制度への移行が進められているのではないか

と、このように考えております。

介護保険の進捗状況と見通しでございますが、

まず本年１月末現在の１号被保険者数が８，９５１

人、そのうち要介護等の認定者数が２号被保険者

も含めて８９０人で、約１割の方が要介護等に認

定されております。

また、サービスの受給者につきましては、１２

月末現在で居宅サービス受給者が５１４人、施設

サービス受給者が２０５人となっており、１７０

人程度の方が要介護認定を受けたにもかかわらず、

医療施設への入院などのことから介護保険のサー

ビスを受けていないということになっております。

保険料の収納状況では、特別徴収、普通徴収合



わせまして調定額８，８３１万円のうち収納額５，７

９５万円で、収納率が１月末現在で６５．６％とな

っておりますが、これにつきましては、調定額が

年額であるのに対して、保険料の収納が期別に行

われるため、最終的な収納率は９０％を超えるも

のと、このように推測しております。

サービスに係る保険給付費の状況では、現物給

付で国保連を通して支給するものと償還払い等市

が直接支出するもので支出状況の把握時点に違い

がございますが、１月の集計では総額約８億３，０

００万円となっており、決算では１２億４，０００

万円程度になるものと見込んでおります。これに

つきましては、当初予算で１８億６，０００万円を

見込んでおりましたので、約６億２，０００万円の

減額となる見込みですが、収入部分の国・府等の

給付費負担金や２号保険料部分の支払基金交付金

が給付実績をもとに交付されますので、１号保険

料部分の剰余金は、円滑導入基金の取り崩し分を

含めて１億４，０００万円程度となる見込みで、介

護給付費準備基金に積み立てることになります。

介護保険制度では、３年間の中期財政計画に基

づいて保険料が設定される仕組みとなっておりま

すので、高齢者人口の伸びや制度の浸透により右

肩上がりの費用負担を想定しております。そのた

め、初年度については、本来的に保険料の剰余金

が生じるものと予測されておりますが、現状では

次年度以降も剰余金が生じる可能性も否定できま

せん。

この剰余金の使途につきましては、平成１５年

度以降の保険料への充当や、あるいは保険料等の

減免措置等への補てん、いわゆる横出しサービス

の市町村特別給付や保健福祉事業での利用が考え

られますが、今後その使途について市内部で検討

を進めるとともに、介護保険事業計画等推進委員

会においても御検討いただく必要があるものと考

えております。

なお、利用者等の苦情や御相談につきましては、

簡単なお問い合わせなど別にいたしまして、本年

１月末で９０件受けておりますが、そのうち利用

料、保険料については３５件、要介護認定に関し

ては２０件、その他サービス等に関して３５件と

なっております。

－２２１－

いずれにいたしましても、御相談に対しては、

制度を十分に御理解いただくことが基本でござい

ますので、広報等により制度の周知を図りながら、

個別の御相談について真摯に対応してまいりたい

と、このように考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 市道議員の電化製

品リサイクル法についてお答え申し上げます。

一般廃棄物の処理は、基本的には市町村にその

責任がございます。家電リサイクル法では、この

ような廃棄物の中で市町村ではリサイクルが困難

な家庭用機器廃棄物について、消費者、小売業者、

製造業者等が応分の役割分担をし、廃棄物の減量

と資源の有効利用を図ることが基本となってござ

います。

それぞれの役割分担は、排出者は適正な排出、

小売業者は排出者からの引き取りと製造業者等へ

の引き渡し、また製造業者等は引き取りとリサイ

クルであり、関係する人々が協力してリサイクル

を進めていくことになってございます。また、そ

の際排出者は、小売業者や製造業者等に対し、収

集運搬費用と再商品化費用の２つの料金を支払う

こととなってございます。

この法律の対象となるのがエアコン、テレビ、

冷蔵庫、洗濯機の４品目でございます。リサイク

ルに必要な再商品化費用としまして、１台当たり

エアコンが３，５００円、テレビが２，７００円、冷

蔵庫が４，６００円、洗濯機が２，４００円と決まっ

たところでございます。

また、本市においても、この法律施行に伴い、

小売業者の引き取り義務のない製品の収集運搬に

ついては、市町村が補完しなければならないこと

から、本定例会に収集運搬手数料として３，０００

円を条例案としてお願いしているところでありま

すので、よろしくお願いします。

議員御指摘の不法投棄についての対策でござい

ますが、国も法律施行を進めるため不法投棄防止

策を強力に取り組むこととなっており、本市にお

きましても啓発、パトロール等を進めるとともに、

警察の協力を得ながら投棄防止を図ってまいりた

いと考えておりますので、よろしく御理解いただ



きますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） それでは、自席より順次再

質さしていただきたいと思います。

指導力不足の教員の問題に対する教育委員会の

対応について答弁をいただいたわけでありますが、

子供の発達と人格には学校教育の影響が重大だと

いうふうに言われています。

視点を変えてお聞きするわけでありますが、学

校全体が生き生きと活力を持って運営されるとと

もに、充実した教育活動、学習活動が展開され、

子供たちが目を輝かせて学習や自主活動に取り組

むには、今日どんな資質が全体として求められて

いるのか、教育委員会の考え方をお示しいただき

たいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 市道議員の再度の

質問について御答弁申し上げます。

議員の方も御指摘のとおり、学校におきまして

は、子供たちのために何よりも望まれることは、

個々の教員が多様な個性や能力を生かしつつ集団

として協力し、切磋琢磨しつつ学校全体が運営さ

れ、活力ある教育活動が推進されることにありま

す。

そのために、教員に求められる資質として、第

１に豊かな人間性が挙げられます。いつの時代に

も教員に求められる資質として、教職に対する誇

りや子供とのかかわりに注ぐ情熱が挙げられます。

子供と共感でき、子供から学び、子供に積極的に

心を開いていくことができる豊かな人間性が求め

られると考えます。

第２に、実践的な専門性が挙げられます。いじ

め、不登校、学級崩壊など早急に解決を図るべき

教育課題が求めているものは、教員一人一人が子

供の変化に対応できる実践的な指導力であります。

専門分野についての知識、技能はもちろんのこと、

幅広い識見と社会の変化に的確に対応し、みずか

ら設定した課題の探求に努め、自己を教育してい

く力と主体的、自立的に教育活動に当たる姿勢が

これまで以上に求められているものと考えており

ます。

－２２２－

第３に、開かれた社会性が挙げられます。学校

の業務は、大半は日々組織的に遂行されており、

一人一人の意欲、力量の向上にとどまらず、共同

する組織としての質を高めることが重要でありま

す。学校の教育目標を共有し、互いの持ち味を生

かしながら質の高い学び合いを触発し合い、学校

教育を通して家庭や地域に働きかけ、受け入れて

いく開かれた社会性が要請されるものと考えます。

こうした資質が教員全体に普遍化していくよう、

校内研修の活性化や教職員研修の充実を図ってま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） わかりました。どうもあり

がとうございました。

それでは、次に施設の方ですけれども、施設の

方につきましては、耐震の方での対策に関して今

かなり熱を上げられておるというふうに答弁でお

伺いしたようなわけなんですけれども、危険性、

緊急性のことに対して、私が一般質問で壇上から

触れさしていただいたんですけども、そのことに

関しては、学校の方と話をしながら進めていこう

としているというふうにお答えしていただいたん

ですけれども、教育委員会として危険性、緊急性

ということは、どのような形で考えておられるの

か、そのとこら辺を御答弁願いたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 大規模につきまし

ては、もう耐震とかをやっていきたいというふう

に考えておりますし、常に申し上げております、

先ほども御答弁申し上げました緊急性、危険性と

いうことで、これにつきましては、各年ごとに各

学校・園から要望もいただいております。そんな

要望も大変多うございます。

そして、そんな中で予算の関係もありますし、

これをどうすべきかというあたりは、当然市教委

でも考えさしていただいておるわけなんですが、

トイレの改善とか、雨漏りとか、これは雨漏りも

授業に支障を来してますし、そのあたりは当然重

視するべきことでございますし、そのあたりを一

定予算の範囲内で計画をさしていただいて改修に

入りたいと。



ただ、そんな中で緊急に予測もしてない状態も

起こります。そんなあたりは緊急対応として各現

場とも相談しながらやっていってるというような

現状でございますので、御理解を賜りたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 先ほどの御答弁に対しまし

ては、なかなかうなずけるようなところが少ない

と思うんです。現場との話し合いの中、対応して

いくような形をとっているようなことをずっと述

べられておるんですけども、実際にその現場をそ

のときに行って見られたりとか、そこを見てどう

いうふうな危険性があるとか、緊急にこれは改善

しなければいけないとか、教育委員会の方ではど

のようにそれを見てきて対処しようとしているの

か、そういうことについて、もっと具体にお話を

いただきたいと思うんですけれども。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 各現場からいろい

ろ相談等もございますし、当然教育委員会の方か

らも出向きまして現場を確認いたします。そして、

それは申し出があった段階でも確認いたしますし、

それ以前に学校・園からの要望ということでは、

常日ごろヒアリングをやって、一定の学校の状態

を見きわめているという現状でございますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） ヒアリングをしながら行わ

れてきてるというふうに答弁いただきました。こ

の先もずっと私もそのことに関しては、ちょっと

それでいいのかなと思っているところがあります

ので、見ていきたいなと思っております。

あと、トイレに関して、補助の方ですか、工事

の面で４００万までに下がったというふうに先日

来より聞いておるんですけども、そのことについ

て教育委員会としては、早急に改善しようとして

いるトイレがあるのかどうなのか、お話をお伺い

したいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） トイレの改修につ

きましては、補助の基準ですね、これが従来は２，

０００万円以上ということでございました。そし
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て、今それの基準が４００万以上ということにな

っております。ということは、非常に金額的には

小規模でも取り組みやすいというような状態があ

りますので、このあたりはそのあたり十分活用し

た中でやっていきたいというふうに考えておりま

す。

そして、これについては耐震の絡みもちょっと

含まれておりまして、それが結論的にどうなんだ

というのは今出ておりませんので、そのことも見

合わせてやっていきたい。金額が下がったいうこ

とで、非常に取り組みやすくなったということは

事実でございます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 先ほどから常に学校の方と

はヒアリングをして、危険性や緊急性に対しては

いろいろと話ししてきてるんだと言いながら、補

助基準が下がってすぐに対応していこうとするこ

とに対して、ある程度の計画がなされていないと

いうのは、これはどういうことなのか、お聞かせ

いただきたいと思うんですけども。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校からの修繕要

望はたくさんございまして、そのあたりはいろん

な面の中でそのあたりの精査をして、一定の判断

を下していってるというような状態でございます。

先ほど申し上げましたトイレにつきましては、

その補助の基準が変わってきてるということで、

それはそれで内容を十分頭に置いて取り組んでい

きたいということでございますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 最後に要望として言わせて

いただきたいんですが、小学校 中学校の方も

そういうことがあるようには聞いておりますけど

も、学校のトイレでは小水も大便もしたくないと、

家へ帰ってくるまで我慢するんだと。子供が起き

てから寝るまでの半分を過ごす施設なわけですよ

ね。施設というか、場所なわけですよね。そこで

小水も大便もしたくないんだと。先ほども言われ

ましたが、できない、そういう子供も実際いるら

しいです。そういうことに対する調査とか、そう

いうもんもされてあるのか。あと、予算措置に対



しても、そういうことをなされてきているのかと

いうようなことも……。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校の中で、学校

の施設としてトイレというのは、御指摘のとおり

非常に大事な場所であるというように考えており

ます。そして、トイレについては、平成１２年度

にも取り組みをやってまいりました。引き続いて

１３年もそのトイレというのを重要視した中で考

えていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） それでは、次に移らしてい

ただきまして、りんくうタウンへの企業立地の現

状あるいは防潮堤の撤去の現状についてはお話を

伺いました。ここで私が指摘しておきたいのは、

分譲価格の見直しですね。先ほども言われており

ましたように、何度かの値下げがあったというこ

ともお話を聞きましたけれども、まだまだそれで

いいのかなというふうな気もしないでもないです。

あと、土地用途の見直しで、りんくうタウンへ

対する交通アクセスの充実ですね。本当に今なさ

れているのかなというふうな気もいたします。こ

の３点についてであります。

分譲価格につきましては、一部の産業活性化ゾ

ーンのみですが、今回で２回目の引き下げが行わ

れ、相当格安となりました。今後はぜひとも残る

広大な分譲地についても対象を広げ、大幅な引き

下げを行っていくよう大阪府に対して求めていた

だきたいと思います。

土地用途については、本市のりんくうタウン南

地区は工業系のみであります。公有水面埋立法に

よる１０年の縛りが数年後にはなくなります。既

に、防災拠点のりんくう体育館があり、サザンビ

ーチやサザンスタジアムがあり、また泉南福祉医

療保健ゾーン計画など現状の用途と合わなくなっ

ています。したがって、現状と将来を見据えたゾ

ーン設定にするよう見直しを進めていただきたい

と思っております。

また、りんくうタウンと旧内陸部を直結する交

通アクセスについては、既に３本が完成していま

す。しかし、都市軸の信達樽井線ですね。駅から
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の歩行者の導線も未整備ですが、りんくうタウン

の活性化のためにぜひとも早期整備が必要である

と思いますけれども、その辺どのようにお考えな

のか、お答えを願います。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 市道議員からのりんくうタ

ウンの活性化についての御質問がございました。

３点ばかり御質問がございまして、大幅な値下げ

の問題、それから土地用途の見直しの問題、それ

から駅からのアクセスの問題について御質問がご

ざいました。

大幅な値下げの問題につきましては、今現在活

性化ゾーンにつきまして、議員お示しのように２

回の値下げをいたしまして、それと府の商工部等

の融資あるいは当市で用意いたしております誘致

条例による奨励金の支給に合わせまして、かなり

の値ごろ感といいますか、が出ているというふう

に考えておりまして、先ほど市長が御答弁申し上

げましたように、２社の進出が審査会において決

定をされたところでございます。

正式には今大阪府の府議会の方で上程をされて

おります条例ですが、片一方で企業の均等割の増

税の問題とセットになっております不動産取得税

の減免ですね。これが決まりましたら２分の１減

免という格好になりますので、最終的にこれが可

決ということになりますと、本市が正式に申請を

いたしまして、その不動産の２分の１の減免が受

けられるような形で、今回分譲の申し込みされま

した２社が決定いたしておりますけども、この企

業についても、正式契約の際にはその条例が適用

されるというようなことになっておりまして、さ

らに弾みがつくというふうに考えております。

活性化ゾーンはまだ少し残っているわけでござ

いますけども、この２社が決定をしたということ

で、大阪府といたしましても次に広げるというこ

とをお考えになっております。我々といたしまし

ても、この広げるに当たりまして、今議員の方で

御指摘ございましたりんくうタウン南浜のいろい

ろな問題ですね。土地用途の問題もございますし、

それからアクセスの問題 今、活性化ゾーンは

割と樽井駅に近うございますので、比較的樽井駅

からの通勤も今のところ特段に支障ないかなとい



うふうに思っておりますが、特に樽井駅から浜側

ですね。ここを通っての通勤の確保というのは、

非常に大きな問題に今後なってこようというふう

に考えております。

それから、大阪府の方で昨年１１月にプロジェ

クトチームを立ち上げまして、活性化方策の検討、

これは学識経験者の意見も含めて検討するという

ことになっておりまして、これが割と早いペース

で検討が進められております。現在まで４回既に

検討会が開かれておりますけども、私どもの方と

いたしましても、これに対して積極的に提案、提

言をしていかなければならないというふうに考え

ておりますので、いろんな課題がございますけれ

ども、先ごろ本市の検討会でございますりんくう

南浜活用策検討会、御答弁申し上げておりますけ

ども、これを設置いたしまして、市におけるりん

くうタウンに関する課題の解決に向けて早急に検

討し、成案を得て府の方にぶつけていきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解賜りますよ

うお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 次に、移らしていただきま

す。電化製品リサイクル法についてお伺いいたし

ます。

このことにつきましては、処理していただくお

金と何がしかの運搬料がかかる。これを処理業者

に個人で持っていった場合どうなるのか、お聞か

せ願います。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 市道議員の再度の

御質問でございますが、まず処理業者に持ってい

った場合どうなるのかというお尋ねでございます

が、この法律では一般的に小売業者が引き取ると

いうことになってございまして、市内にあります

小売店、また量販店等が引き取り義務を課されて

ございます。ですから、議員御指摘の処理業者と

いうのは、解体業者を指しておられるのかなとは

思うんですが、これにつきましては、解体業者に

出すことはできないと、すべて再資源化し処理す

ることと法律では決められてございますので、一

般小売店の方、あるいはまた小売店がない場合、

我々が引き取り、指定場所へ運搬したいと、この
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ように考えてございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 持ち込みはだめと言われま

したね、今。それでよろしいんですか。先ほどか

ら言わしていただいてるとおり、これは一般廃棄

物の分ですね。よろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 質問者、もう少しわかり

やすく言うてください。

○７番（市道浩高君） 質問内容はわかっていただ

いてると思うんですが、わかってないんですか。

家電リサイクル法によって一般廃棄物として出る

もんに対して、処理業者まで個人で持っていった

場合どうなるのかということを聞かせていただき

たい。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 申しわけございま

せん。

まず、家電リサイクル法につきましては、議員

のお尋ねは解体業者等への持ち込みだと思うんで

すけども、この法律につきましては、エアコン、

テレビ、冷蔵庫、洗濯機の４品目についてはリサ

イクルを実施するための法律でございまして、こ

の４品目以外の電化製品等につきましては、従来

どおりの解体業者、また本市の清掃課等へ連絡い

ただければすべて処理することができると、この

ようになってございますので、よろしくお願い申

し上げます。

指定場所まで個人で持っていったらということ

でございますか。申しわけございません。実は大

阪府の方では、指定引き取り場所が決められてご

ざいまして、その場所まで個人で持ち込んでいた

だく場合、このリサイクル法の再商品化料金のシ

ールを張って持っていっていただいた場合は、運

搬とか収集賃が無料だということで、引き取って

もらうことができることになってございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） それはそれでわかりました。

しかし、この法が始まりますと、多くの方がどう

しても不法投棄に走ってしまうんじゃないかなと

思うんです。最初にも述べさしていただいたんで



すが、不法投棄に対してどういうふうに泉南市と

しては考えておられるのか。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 不法投棄の件でご

ざいますが、私どものみならず全国の自治体が苦

慮しているところでございますが、まず市民の方

には廃棄物の減量、資源の有効利用に大きく貢献

するものであり、制度全体を適切に機能させてい

くために必要な情報提供や普及啓発活動を行って

いくのが一番の防止策ではないかなと、このよう

に考えてございまして、私どもも本市の市民には

十分ＰＲを行い、御協力をしていただくという考

えでおりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） そういう話であればわかる

んですけども、不法投棄を見つけて、これはだれ

が処分されるんですか。どこが処分されるんです

か。だれの不法投棄なんですか。不法投棄という

のはわかりませんよね、だれが捨てたか。ですか

ら不法投棄とか言われるんですけど、置いてある

もんをだれが処分するんですか、これからふえて

きた場合。今でもそうなんですけれど。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 不法投棄の再度の

御質問でございますが、まずこの法律が施行され

る以前から不法投棄につきましては違法行為でご

ざいまして、本市の基本的な考え方といたしまし

ては、不法投棄をされている場所が民有地なのか、

公の土地なのか、まずこれが基本になってきます。

民有地の場合としましては、所有者を調査いたし

まして、遊休地の適正な管理をしていただくよう

私ども連絡さしていただいております。

その他公有地につきましては、本市みずから撤

去をするというのが一般的なパターンになってご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 個人地は個人地でその方に

連絡を入れて、その方に処理していただくように

する、これはその方が知らないもんでもそういう

形になるわけですか。要するに自分とこの土地や

から、ここへ一たん持っていっといて、その後は

処理業者なりどっかへ持っていくのに１日、２日
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そこへ置いといてバッと持っていくというような

形をとるのに置いてるもんやったらええと思うん

ですけども、どこからかそこに捨てにきたと、こ

の場合どうなるんですか。それも民有地やったら

どうなるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 個人の所有者の土

地に、所有者みずからが納得済みで仮置きをして

る場合と、また不特定の第三者が不法に放置した

ものと内容が大分違うわけでございますが、不法

投棄一般でいいますと、だれが捨てたか判明しに

くい場合がほとんどでございまして、その場合、

個人が置いておるのかどうか、私どももすぐに判

明はいたしませんので、先ほど申し上げましたと

おり、土地の所有者にまず連絡いたしまして、そ

の撤去について私ども協議を行って、適切な処理

を行っておるというのが実情でございますので、

よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） それでは、また次の方へ移

らしていただきますけども、本市には府立を含め

特別養護老人ホームが３施設あります。この施設

の入所者の市内と市外の割合をお示し願いたいと

思います。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 特

別養護老人ホームの市内と市外の入所者という御

質問でございました。

特別養護老人ホームは、現在２００床ございま

す。その中で要するに現在入所されているのは、

１１０人というふうに聞いております。ですから、

市内の方が１１０人、そして市外の方が９０人と、

こういうことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 割合としまして、市内の入

所者が思ってたよりも少ない。現在、市内で入所

待機者というのは何名おられるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 特

別養護老人ホームの待機者で聞いておりますのは、

現在３２名の方が待機者になっておられると。そ

して、この３２名の方がどういう状況であるかと



いいますと、まず老人保健施設に入所されてる方

が５名、それから病院に入院されてる方が４名、

そして在宅で待機されている方が２３名、こうい

うふうに聞いております。

○議長（奥和田好吉君） 市道君。

○７番（市道浩高君） 市内にせっかくいい施設が

あるのですから、もっと市内の人を優先的に入れ

ていただけるようにしていただけたらいいなと、

私はそのように考えます。

それでは終わります。

○議長（奥和田好吉君） 以上で市道議員の質問を

終結いたします。

これにて一般質問を終結いたします。

２時４０分まで休憩します。

午後２時 ５分 休憩

午後２時４２分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第３、付託議案第１１号 平成１１

年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定につ

いてから日程第１８、付託議案第２６号 平成１

１年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳

入歳出決算認定についてまでの以上１６件を一括

議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成１１年度泉

南市各会計決算認定１６件に関し、委員長の報告

を求めます。決算審査特別委員会委員長成田政彦

君。

○決算審査特別委員長（成田政彦君） 読むに当た

ってちょっと言葉が聞きにくい点があるかもしれ

ませんけど、よろしくお願いいたします。

それでは、平成１１年度決算審査特別委員会委

員長報告をしたいと思います。議長から御指名を

受けましたので、これより１２月の定例会におい

て本決算審査特別委員会に付託を受けました平成

１１年度泉南市一般会計決算を初めとする各会計

決算の合計１６件につきまして、その審査の経過

概要と結果の御報告を申し上げます。

なお、委員会における議決の結果につきまして

は、お手元に御配付申し上げております審査結果

報告書のとおりでありますので、御参照願います。

なお、別冊の主要施策等の成果説明書で説明が

－２２７－

付されている部分についての重複する質疑は、本

報告から省略させていただいておりますので、御

了承ください。

本委員会は、去る１月３０日から２月５日まで、

そのうちの５日間にわたり委員及び市理事者の出

席のもと、各会計決算各般について慎重なる審査

を行いました。

それでは、まず一般会計分の歳入から審査の概

要を申し上げます。

ここではまず、本市の市税の滞納額が非常に多

いが、原課においての滞納防止への取り組みにつ

いて示せとの問いに、平成１２年度当初で約２１

億４，０００万円の滞納額を計上するに至ったわけ

であるが、市としては、夜間臨戸徴収や休日臨戸

徴収を実施する中で滞納の防止に全力を尽くして

いるところであり、またその中で高額滞納者につ

いては２７件、金額で約１０億円強となっており、

滞納額の半分を占めているわけであるが、これら

についても個別に鋭意徴収努力をしているところ

であり、また法の許される範囲内で調査も行い、

市税の確保に全力を傾けているところであるとの

ことでした。

また、これらの納税努力の結果、徴収不能とな

ったものについては、平成１２年度中に不納欠損

という形で対応していきたいとのことでした。

これに対し、地方税法では、地方税の徴収権は

５年の間に執行しなければ時効になるとあるが、

納期限が過ぎた市税について、差し押さえ等の滞

納処分の執行に至るまでの法的な流れについて示

せとの問いに、地方税法では、市税の中で納期限

を過ぎたものについては、納期限後２０日以内に

督促状を発送し、その督促状を発送した日から起

算して１０日を経過した日までに市税を完納しな

いときは、滞納者の財産を差し押さえなければな

らないとなっているとのことでした。

また、これに対し、差し押さえ等の滞納処分の

執行については、早い時期から行えば時効の心配

もないし、市税が安定的に確保できる。滞納処分

がおくれると銀行等の他の債権者が先に差し押さ

え等を行い、それらの債権者に劣後し、市税の安

定確保が難しいように思われるが、その点市とし

ては、差し押さえ等の滞納処分の業務を行うため



の内部規定を作成しているのかとの問いに、まず

自主納税が税の基本であり、滞納が発生した場合

には、滞納者と納税交渉をする中で、担税力があ

るかないかを見きわめ、交渉内容に応じてケース

・バイ・ケースで滞納処分を行うことにより、時

効にならないように市税の確保に努力していると

ころであり、滞納処分を行うための内部規定とい

うようなものはないとのことでした。

これに対し、納税交渉の内容に応じてケース・

バイ・ケースで滞納処分を行うというようなあい

まいなものではなしに、行政の責任として滞納処

分を行うための内部規定を作成し、それに沿って

滞納処分を行うべきであり、また市民にも示すべ

きであるとの意見がありました。

次に、市民税のうちの個人分について、不納欠

損額が４，２２９万円となっているが、その処理内

容を示せとの問いに、これについては、自己破産、

所在不明、財産の競売等により徴収不能となった

ものがほとんどであり、そのうち地方税法第１５

条の７、いわゆる執行停止を適用したものが４７

４件で３，２４８万円であり、第１８条、いわゆる

時効を適用したものが３４５件で９８１万円であ

るとのことでした。ちなみに、固定資産税、都市

計画税についても、同様の方法で不納欠損処理を

しているとのことでした。

次に、自動車重量譲与税について、内容及び利

用目的について示せとの問いに、まず内容につい

ては、自動車重量税法に基づいて車検時にその車

の重量に応じて国税として徴収されている自動車

重量税のうち、４分の１が市町村に譲与されてい

るものであり、利用目的としては、一般財源とし

て道路に関する費用に充当することにより利用し

ているとのことでした。

次に、航空機燃料譲与税について、その課税内

容と減額理由について示せとの問いに、まず課税

内容としては、国が国際線を除いた国内線に関し

ての航空機燃料に対して課税しているものであり、

その収入額の１３分の２が都道府県及び市町村に

対して、空港着陸料の収入等に応じて案分により

譲与されているものであり、減額理由としては、

案分の対象である空港着陸料の収入等が減少した

ためであるとのことでした。

－２２８－

次に、公益信託泉州地域振興基金助成金につい

てその内容を示せとの問いに、これについては、

地域と共存共栄する関西国際空港のために泉州地

域９市４町のまちづくり事業を支援するというこ

とで、平成１１年度において公益信託として泉州

地域振興基金が設立され、その原資については大

阪府から５０億円が拠出され、それを１０年間に

わたり毎年４億円ずつ切り崩していき、泉州地域

９市４町が行うハード面でのまちづくり事業に一

般財源を使っていることに対する助成であり、事

業そのものへの助成ではないとのことでした。

また、残り１０億円については、その後の維持

管理に活用することになっており、この助成金の

分配方法については基本割、財政割等により計算

され、本市においては２，２５９万円の助成金の分

配を受けており、この助成金の具体的な活用とし

ては、本市においては、市道信達樽井線の整備と

農業公園の整備を行うために一般財源を使ってい

ることに対する助成であるとのことでした。

ちなみに、関西国際空港株式会社からは、平成

１２年度から９市４町に対して別途１億円の助成

金が出ているが、これについては、関西国際空港

の利用促進につながる各種イベントといったソフ

ト面の事業に対する助成であり、本市についても

平成１２年度から数百万円の助成を受けていると

のことでした。

次に、雑入のうち岩出町教育委託料についてそ

の内容を説明せよとの問いに、これについては、

本来保護者は居住している市町村が設置する小・

中学校に子供を就学させることになっているが、

その例外的措置として区域外就学制度という制度

が認められており、これにより岩出町に居住する

中学生２名が交通の利便等の理由により、岩出町

の中学校に就学するのが困難であるため、岩出町

教育委員会と本市教育委員会との協議に基づき、

この２名を本市中学校に就学させており、その委

託料として１名につき２万５，０００円の２名分と

して５万円の委託料を岩出町から受けているとの

ことでした。

これに対し、この区域外就学制度の具体的な手

続方法及びこの制度の実施時期について示せとの

問いに、保護者は居住している市町村が設置する



小・中学校に子供を就学させるのが原則であるが、

例外的措置として、学校教育法の施行規則に基づ

いて区域外就学制度が設けられており、その具体

的な手続方法としては、まず保護者の方から就学

承諾書を当該教育委員会に提出し、教育委員会と

しての一定の精査を行った上で、相手方の教育委

員会と協議した上で許可を与えており、この岩出

町の事例については、昭和４６年から本市市長と

岩出町長との間で規約並びに協議書を作成し、そ

れに沿って措置を行い、今日に至っているとのこ

とでした。

次に、使用料の収入未済額が１，５９７万円とな

っているが、この内容について示せとの問いに、

これについては、総務使用料の庁舎使用料のうち、

食堂使用料２５５万円及び土木使用料の住宅使用

料１，２７８万円、店舗使用料５９万円並びに教育

使用料の幼稚園授業料４万円のそれぞれの分野で

各々の未納があるとのことでした。

これに対し、食堂使用料については、月額５万

円の使用料を２５５万円も滞納していることには

種々事情があると思われるが、どういう経緯でこ

のような問題が発生したのか、また今後どのよう

に解決するつもりなのかとの問いに、本件につい

ては、平成７年の４月から営業を開始していると

ころであり、当時の市担当者と食堂側が立ち会っ

てその当時の施設で営業することで合意したが、

その後厨房施設が老朽化しており、思うように営

業ができないということで、食堂側が設備投資を

行ったり、それなりの営業努力を行ったが、その

割には利用客が思うように伸びず、それが食堂使

用料の滞納という結果に至ったものであり、今後

は早急に食堂側と話し合いを行い、解決の努力を

していきたいとのことでした。

しかし、これに対し、これまでの会議の中にお

ける答弁では、一定の解決の方向に向かっている

ということで一部納入があったと聞いていたが、

今回の報告では後退しているような答弁であり、

きちっとけじめをつけるべき問題であり、一定の

期限を決めてお互いに解決に向けて、残った滞納

額についてどのように処理するかを協議すべきで

あり、その辺の処理の仕方について、今後どのよ

うに考えているのか示せとの問いに、市としては

－２２９－

この問題をいつまでも放置しておくわけにはいか

ないと考えており、できるだけ早い時期に一定の

解決策が見出せるよう、食堂側との協議に鋭意努

力してまいりたいとのことでした。

また、住宅使用料及び店舗使用料の徴収につい

ては、平成１１年度において具体的にどのような

方法をとったのか示せとの問いに、住宅使用料に

ついては集金人が毎月徴収しているが、その中で

何カ月も滞納している入居者については、市が直

接出向き収入状況や生活の実態調査を行い、収入

が安定状態になったときに、２カ月なり３カ月の

家賃を一括して納めてもらうよう鋭意交渉してい

るところであり、また店舗使用料については、部

分的な納入はあるものの全体的に滞納しがちにな

っており、店舗管理人を通したり、市が直接出向

いたりして納入交渉に鋭意努力しているところで

あるが、現下の不況の中で経営状態が悪く、使用

料の納入については、厳しい状況にある事業主が

多いのが現状であるとのことでした。

これに対し、入居者や店舗使用者がここまで滞

納するまでに市としてもっときっちりとした対応

をするべきであり、あわせて集金人や店舗管理人

の指導についても徹底して行うべきであるように

思われるが、その辺について市としてはどのよう

に考えているのかとの問いに、滞納者に対しては、

公営住宅法や本市の条例で一定のペナルティーが

あるが、種々の問題があり、それをそのまま当て

はめるのは難しい状況にあり、また集金人や店舗

管理人に対しては、その都度状況の把握に努めて

いるところであり、それに対する指導やアドバイ

スについても随時行っているとのことでした。

次に、平成１１年度における市債の発行状況及

び借換債３，１３０万円の内容について示せとの問

いに、まず平成１１年度においては、１１億３，６

８０万円の市債を発行しており、また借換債３，１

３０万円については、銀行の縁故債の関係であり、

借り入れ時に１０年の期間で借りかえを行ってい

くという条件で話がついており、今回の分につい

ては、昭和５４年度に借り入れをしたものを平成

元年度に一度借りかえを行い、平成１１年度に新

たに借りかえを行ったものであり、今回の借りか

えにより当初７％の利率で借り入れていたものが



２．３２％の利率になったため、今後１０年間で約

７７０万円の効果が見込まれるとのことでした。

以上が歳入部門における質疑の主なるものでご

ざいます。

続いて、歳出部門についてご報告申し上げます。

まず、議会費について申し上げます。

そのうち、予算全般に占める議会費においては、

他市に比較して高いのではないかとの声があるが、

その見解を示せとの問いに、予算全般に占める議

会費の割合は、近年２％を下回る状況で推移して

おり、他市と比較して特に高いとは考えていない

とのことでした。

次に、議会の充実を考えるとき、どのような方

策を検討しているのかとの問いに、現在速記者の

委員会への導入や会議録検索システムや議会放映

について等検討しているとのことでした。

次に、本会議の議事録の早期調製、製本配布に

ついてどのように考えているのかとの問いに、今

後はできるだけ早い時期に提供できるよう検討し、

努力していきたいとのことでした。

次に、総務費について申し上げます。

まず初めに、一般管理費の中の報償費について、

その使途を明らかにせよとの問いに、自治功労賞

のバッジや市民表彰の記念品、泉南作業所のクリ

スマスプレゼント等が主なものであり、その他海

外からの来賓等の記念品であるとのことでした。

次に、一般管理費の中の交際費のうち、慶弔費

についてその使途を明らかにせよとの問いに、主

に会費やお祝い費用、寸志であり、他にせんべつ

やお見舞い費用、香典の費用であり、平成１１年

度では９８件、金額として１１３万４，８５０円が

支出されたとのことでした。

次に、人事管理費の中の旅費のうち、職員研修

旅費について、どのような研修を行い、どのよう

な効果があったか示せとの問いに、各課それぞれ

研修を実施し、職員の資質の向上を図っており、

今後は管理職も含めて、職員みずから積極的に研

修に参加していくように指導に努め、市民サービ

スの向上に反映していきたいとのことでした。

また、研修の効果については、アンケート調査

等により研修の効果が各職場で生かせるよう、人

事課としても把握に努めているとのことでした。

－２３０－

次に、同じく企画広報費の中で、泉南地域広域

行政推進協議会負担金に関連して、過日泉州南広

域行政研究会が発足したが、総合計画とどのよう

な整合性を持たせるのかとの問いに、総合計画は

本市の１０年先の中期的な市の方向性の位置づけ

をするものであり、また広域行政については、各

市町の特色や特徴を相互に活用、補完しながら市

町間の連携を図っていくものであり、総合計画と

の整合性については、交流軸等においては重要な

連携の位置づけと認識しており、近隣の市町との

整合性も考慮しているとのことでした。

これに関連して、市町村の合併問題について、

今後市民の声をどのように反映していくのかとの

問いに、市民の声は当然必要であると認識してお

り、今後泉南、阪南、岬の合併を視野に入れ、そ

の研究会の設置を進め、研究会の中で市民のさま

ざまな意見を聞き、合併に向けて推進していくと

のことでした。

次に、空港対策費の中で、分担金と賛助金を交

付している泉州市・町関西国際空港対策協議会と

財団法人関西空港調査会の２団体の活動内容を示

せとの問いに、泉州市・町関西国際空港対策協議

会については９市４町で構成されており、関西国

際空港に係る諸問題の協議と調整が主な活動内容

であり、平成１１年度からはまちづくり事業への

支援活動が新たに加わっており、財団法人関西空

港調査会については、９市４町が一般会員として

参画し、その活動内容は、空港問題に係る調査研

究や公害問題の調査研究、機関紙の発行等が主な

ものであるとのことでした。

このことに関連して、関西国際空港の２期事業

については、地元との共存共栄が前提であるにも

かかわらず、大手の業者が工事を受注し、地元業

者の参入がほとんど行われていないのではないか

との問いに、昨年７月に２期事業が着手され、現

在のところ地盤改良、護岸工事が行われており、

海洋土木の基礎的な部分で大手の業者により工事

が進められているが、今後造成が終わり建物の工

事が着工されると、地元の業者の参入も可能では

ないか、また市としても関西国際空港株式会社に

対して、地元業者の参入ということで、地元住民

の雇用や資材の発注を優先するよう、さらに要望



を続けるとのことでした。

次に、同和対策費の中の共同浴場運営補助金に

ついて、共同浴場の経営が赤字となっているが、

赤字解消に向けた市の姿勢を示せとの問いに、現

在利用者数が低迷している中にあって、今後は入

浴料の見直しや２カ所ある施設の統廃合等も含め

て検討し、幅広く市民が利用できるような浴場を

目指してさまざまな方策を研究し、補助金の削減

を目指して検討を行うとのことでした。

これに関連して、共同浴場の赤字部分の補助に

ついて、今後も市は赤字部分に対して補助を続け

ていくのかとの問いに、不足額が生じた場合につ

いて予算の範囲内で補助しており、今後は委託し

ている団体とも協議しながら補助金の見直しを検

討するとのことでした。

次に、ＯＡ化推進費のうち委託料について、今

後ＯＡ化がさらに推進されていくものと考えるが、

今後市として自己導入を検討しているのか、ある

いは従来どおりの委託方式をとるのかとの問いに、

現状の住民情報を市で管理していくには各課の事

務に精通した職員の配置が必要であり、近隣の自

治体においても完全な自己導入は行われておらず、

すべてソフトメーカー等の派遣委託となっており、

専門部門についてはできる限り市で行い、処理部

門を前提としながら委託併用という形で検討して

いるとのことでした。

これに関連して、運営を委託している場合の個

人情報の保護について、市の対策について示せと

の問いに、委託契約書の中には従業員等の守秘義

務または契約解除等を規定しており、委託先の南

大阪電子計算センターについては、情報処理サー

ビスの電子計算機システム安全対策の実施事業所

の認定を受けているとのことでした。

続いて、民生費について申し上げます。

まず、児童福祉費の保育所の給料及び賃金で一

般職給及びその他職給並びにアルバイト賃金につ

いて、その性質、内容を示せとの問いに、一般職

給は正職員でその他職給は嘱託職員であり、また

アルバイト賃金とあるのは、正職員が育児休暇等

で長期休暇があったときのアルバイト賃金である

とのことでした。

また、このことについて、嘱託職員及びアルバ

－２３１－

イト職員の任用問題で、正職員は地方公務員法で

の任用であるから守秘義務があるが、嘱託職員及

びアルバイト職員については守秘義務があるのか、

また勤務体系で正職員と嘱託職員の勤務時間はど

うかとの問いに、守秘義務については、嘱託職員

及びアルバイト職員にはないが、保育所という職

場での勤務は守秘義務が必要であるので、採用時

には、守秘義務の必要性について十分注意を促し

て採用しており、また嘱託職員の勤務体系につい

ては、勤務時間、休暇等は正職員と同じであると

のことでした。

これに対しては、地方公務員法第２２条の嘱託

職員の臨時的任用は余りにも拡大解釈であり、地

方公務員法に基づいて採用すべきであり、もっと

根本的な対応を強く求めたいとの意見がありまし

た。

次に、総合福祉センター費の中の委託料のうち、

福祉バス運行事業委託料におけるバスの運行コー

スの中には利用客がゼロというコースもあると聞

くが、循環バスの要望がある中で、もっと合理的

に運行できないのかとの問いに、福祉バスはＡか

らＤコースまであり、Ａコースは一丘、岡田方面

で利用客３，６３４人、Ｂコースは新家、砂川方面

で利客３，５６４人、Ｃコースは岡中、男里方面で

利用客２，４８４人、そしてＤコースは金熊寺、六

尾方面で利用客２８人となっており、ＡからＣコ

ースは週２回の１日４便の運行で、Ｄコースにつ

いては当初から利用客が少ないと考え、週２回の

１日２便の運行をしており、市内３３地区くまな

くすべてを巡回しているところであり、もう少し

今のままで見守っていきたいとのことでした。

次に、介護保険準備費で、この年には、いろい

ろな介護保険の要望なりアンケート調査等におい

て、利用料など保険料の決定をしたと思うが、利

用者が思ったほどふえなくて見込み違いでなかっ

たのかとの問いに、平成１２年度の介護費用に関

する実績はまだ出ていないが、推計では７割程度

で済むのではないかと考えるところであり、この

原因について、人口や要介護者の出現率などを少

しずつ多めに見積もっていたこと、また医療保険

施設から介護保険施設への変換が進まないこと、

そして家族介護に頼って介護保険サービスを受け



る方が少ないなどの要因が積み重なった結果、実

績に大きな差が生じるものと考えるとのことでし

た。

次に、社会福祉費の社会福祉協議会補助金で、

ボランティアについてその状況などを示せとの問

いに、ボランティアは９グループで１３５名、個

人として６０名、合計で１９５名の登録者があり、

その主な事業としては、ボランティアの情報誌の

発行や、またボランティア体験講座や介護ボラン

ティア入門講座などの各種講座の開設を行い、特

にあいぴあサロンは大変好評であるとのことでし

た。

続いて、衛生費について申し上げます。

この中で、まず初めに、し尿処理費の負担金補

助及び交付金で、自主環境整備補助金の対象補助

団体３地区より提出のあった事業報告書を見ると、

環境監視費、研修・会議費、役員会費、総会費、

すべてが万円単位で記載されており統一されてい

るが、実際このようなことはあり得るのかどうか、

領収書等の確認は行っているのか、また支出科目

それぞれの内容の精査はどうしているのかとの問

いに、事業報告書の内容である収支決算書の記載

項目の詳細は、現時点では領収書等についても確

認はできていないとのことであり、今後について

は、収支報告書の提出については補助金団体であ

る３地区に申し入れを行い、チェックする機能を

持ちたいと考えているとのことでした。

さらに、このことに関係した各地区への補助金

の金額についてその根拠を示せとの問いに、当初

の設定金額については記憶にないが、覚書につい

ては物価上昇率を考慮していくという項目があり、

当初から比べると現在は上昇した額になっている

とのことでした。

この答弁に対し、行政が出した数字そのものの

根拠も示さず、この平成１１年度決算認定をどの

ように審査をすればよいのか、補助金は出せば終

わりなのか、またこのほかの補助金団体５９団体

も同じだと思うし、たまたま近隣において商工祭

りの補助金不正受給と新聞報道があったところで

あり、そのような中で市は、補助金支給について

は精査した上で拠出すべきであると思慮するもの

であり、今後の新年度予算ではどのような根拠づ

－２３２－

けをされるのかを期待したいとの強い指摘のある

中で、自主環境整備補助金を１つの事例として、

行政の事務執行のあり方について厳しい指摘があ

り、今後はこの指摘を謙虚に受けとめ、補助金の

適正な執行を行うことを肝に銘じつつ、これから

の行革大綱でも事務事業の見直しを考えており、

おのおのの補助金が本来の目的に沿っているかど

うか、全庁挙げて検討してまいりたいとのことで

した。

次に、保健衛生費の中で火葬場問題では、まず

泉南聖苑計画における市営火葬場の進捗状況を示

せとの問いに、基本計画は、建設予定地から出る

残土を搬出せず、位井池を埋め立てる計画であり、

このことは地元金熊寺地区、六尾地区の両地区と

位井池の水利の理解が前提であり、またその了解

が得られても、その後の実施設計、都市計画決定

等相当な作業も必要であり、かなりの年数がかか

るものと考えているとのことでした。

これを受けて、墓地問題については基本計画の

みで、まだめども立たない状況であれば、今現在

の樽井、西信達火葬場の充実を図ることが必要で

あり、その中で特にシロアリと雨漏りの激しい西

信達火葬場の修理・修繕が必要だと思うが、どう

かとの問いに、西信達の火葬場については、逐次

修理をしてきているところであり、雨漏り、シロ

アリについても確認しているが、全面的な改修工

事となれば二重投資と考えるとのことでした。

これに対し、新しい火葬場ができるまでは、そ

れまで持ちこたえられるような方策をお願いした

いとの意見に対し、新しい火葬場の計画がある中

で、二重投資になるのではないかという懸念もあ

り、今後地元との交渉過程と並行した中で判断し

ていきたいとのことでした。

次に、清掃総務費の負担金補助及び交付金で、

泉南市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の具

体的内容を示せとの問いに、泉南市合併処理浄化

槽設置要綱に基づき、平成１１年度においては５

人槽が３１基、６から７人槽が５７基、８から１

０人槽が１３基の計１０１基に対しての補助金で

あり、その補助金の負担内訳としては、国が３分

の１、大阪府が３分の１、泉南市が３分の１であ

るとのことでした。ちなみに、平成７年度は１６



基、平成８年度は３３基、平成９年度は３３基、

平成１０年度８７基に対し補助金を支出したとの

ことでした。

これを受けて、平成７年度に比べれば約９倍ぐ

らい普及しているが、対象地域を示せとの問いに、

下水道計画区域外の地域に補助しているところで

あり、地区別の個々についての把握はしておらな

いとのことでした。

次に、塵芥処理費の負担金補助及び交付金で、

大阪府廃棄物減量化リサイクル推進協議会の内容

について示せとの問いに、この団体は、大阪府の

環境整備対策課が事務局になり、大阪府下市町村

の住民である婦人団体、商工会議所、学識経験者

で構成し、その中で調査部会、啓発部会、行政部

会の３部会があるとのことでした。

これに対し、本市はどの部会に参加しているの

か、また本市の廃棄物の減量の対応と対策の推進

はどうかとの問いに、本市においては啓発部会に

所属し、またごみ減量化対策については、本年４

月からプラスチック容器の資源ごみの回収を行っ

ており、並びに生ごみ処理機に対する補助及び各

種団体が実施してる有価物の集団回収についても

支援を行い、今後ともごみ減量化に努めていくと

のことでした。

続いて、農林水産、商工、土木費について申し

上げます。

まず、仮称農業公園整備事業についてであるが、

現在の進捗状況について示せとの問いに、この農

業公園の整備事業については平成６年からスター

トしており、現在は造成工事等を中心にこれまで

実施してきたところであり、平成１１年度につい

ては、平成１０年度末に採択された国の補助事業

の導入によってのり面工事を実施したところであ

り、平成１１年度末における事業進捗については、

予算ベースで工事費で４８％、用地買収費で２４

％となり、事業全体で約３６％であるとのことで

した。ちなみに、平成１２年度においては、府道

泉佐野岩出線から農業公園に至る進入道路の整備

工事と水道施設の整備を実施している状況である

とのことでした。

これに対し、この種の農業公園は近隣にたくさ

んある中で、本市としてはどういう目的を持って

－２３３－

この施設を運営するのか、また施設のランニング

コストの問題に対してはどういう考えを持ってい

るのかとの問いに、御指摘のとおり、農業公園を

取り巻く環境は、事業計画を立てた時期と比べて、

本市の財政状況の変化や近隣に類似施設ができて

いるということもあり、かなり変わってきている

と認識しているところであり、このような状況の

中で、この農業公園の目的としては、農業振興は

もちろんのこと、市民にリフレッシュの場を提供

するということで事業を推進しているところであ

り、この目的に即して、市の限られた予算、限ら

れた事業期間の中で、この施設の役割を果たし効

果を発揮していけるように、また魅力ある楽しみ

づくりという観点から、施設整備の内容や運営計

画について種々検討しているところであり、本市

としては、地域農業の特色を生かすということ、

農業の活性化、利用者に対する農業への理解の推

進、市民の余暇活動として有効利用してもらうと

いうような基本方針の中で、この施設の有効活用

についていろいろと検討しているところであると

のことでした。

また、市の財政も厳しい状況にある中で、可能

な限りランニングコストを抑えるということで、

施設の管理手法についても種々研究、検討してい

るところであるとのことでした。

これに対し、国においても大阪府においても、

公共事業については一定の見直しをしている中で、

本市においても財政への影響も考慮し、この事業

については一定の見直しをするべきであると思わ

れるが、その点についての市行政としての見解を

示せとの問いに、この事業については、以前から

議会の指摘を受けており、事業の縮減や国費の導

入という形で、本市の財政への負担軽減というこ

とも考慮した中で一定の見直しを図っており、ま

た事業期間についても、当初の計画では平成１４

年度に完成し供用開始予定であったが、工期を延

長し、平成１６年度に完成、供用開始という形に

計画を修正しているところであり、さらに施設の

ランニングコストについても、財政への負担が少

しでも軽くなるように調査研究を行い、節減に向

け努力していくなど、市としてはこの事業に対し

て責任を持って進めていくつもりであるとのこと



でした。

次に、農業総務費の委託料の中に生態系調査委

託料とあるが、この事業内容について示せとの問

いに、これについては平成１１年度に初めて予算

化されたものであり、生態系を形成するものにつ

いて、本市においてはどういうものがあるのかを

探ることを目的として、今年度においては文献に

よる基礎的な調査を行ったところであるとのこと

でした。

次に、緊急生産調整推進対策費で、緊急生産調

整対策特別推進事業補助金とあるが、この内容に

ついて示せとの問いに、近年本市だけでなく全国

的に米余り現象が発生しており、その中で農林水

産省から大阪府へ、大阪府から本市に対して転作

の面積の割り当てが示されてきたため、市として

転作を推進するため、市内各地区にある実行組合

に転作の推進に協力してもらっているところであ

り、この転作推進事業への協力に対しての補助と

して、市内２７の実行組合に対して支給している

補助金であるとのことでした。

次に、商工振興費で商工祭り補助金とあるが、

この内容であるが、過日の新聞報道において田尻

町商工会が町の補助金を不正に受け取っていたこ

とが明らかになったが、本市においては、その辺

のチェック体制についてはどのようになっている

のかとの問いに、この補助金については、広く市

民に地場産業を紹介するとともに、地域商工業の

活性化を図ることを目的として、毎年１回泉南市

商工会の青年部が開催している商工祭りへ定額補

助金として９０万円を助成しているものであり、

また本市における補助金の使途の確認体制につい

ては、泉南市補助交付規程に基づいて商工会に対

し実績報告を求め、本市において内容等の確認を

行っており、田尻町では補助金を不正受給した事

件が明らかになったわけであるが、本市の補助金

については定額補助ということで支給しているが、

田尻町の場合は３００万円を限度として事業費に

対する２分の１を補助するという補助形態であっ

たため、今回のような事業費の水増し等の事件が

起こったのではないかと考えているところである

とのことでした。

これに対し、交付規程に基づいて実績報告を受
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けているというが、市としては何もチェックせず

に、商工会から提出された実績報告をそのまま信

用しているように思われるが、今後は根本的に補

助金のあり方、チェックの仕方について工夫して

いくべきであるとの意見がありました。

また、これに関連して、国においても地方自治

体においても、行財政改革の基本は補助金等の支

給の見直しをすることであり、また補助金の中に

は時代に逆行して支給されているものもあるよう

に思われるが、本市においても補助金全般につい

ての見直しをする考えはあるのかとの問いに、こ

れらの補助金については、支給をするに至った過

去の経緯により助成されているところであり、本

市においても行財政改革の中で再検討をし、一定

の見直しを図っていきたいとのことでした。

次に、商工振興費にかかわる問題として、バブ

ル崩壊後の不景気の中で、特に本市の地場産業は

依然として厳しい状況にあるが、市行政として、

本市の地場産業の振興対策としてどのようなこと

を行っているのか、その内容を示せとの問いに、

これについて市行政としては、融資利子の補給、

各種融資制度の活用、中小企業退職金共済制度の

助成を行っており、また関係機関と協力を密にし

て、経営相談、新規創業者向けの相談会等の支援

も行っているとのことでした。

これに対し、本市においては、地場産業である

繊維産業が本当に厳しい状況にあるが、その点で

本市の地場産業である繊維産業に対して、緊急輸

入制限措置（セーフガード）等の特別な施策を考

えているのか示せとの問いに、本市の地場産業で

ある繊維産業を取り巻く環境は、外国からの大量

輸入等の影響で深刻な打撃を受けている状況にあ

り、市行政としても中小企業の経営の安定化を図

ることが重要課題であると認識しており、指摘の

緊急輸入制限措置（セーフガード）についても、

今後国や大阪府に対して要望を行っていきたいと

のことでした。

次に、商工振興費で（株）大阪繊維リソースセ

ンター負担金とあるが、この内容について示せと

の問いに、この（株）大阪繊維リソースセンター

は平成５年４月に開業しており、その目的は繊維

産業の自立発展と活性化のため、情報化への基盤



整備、商品開発、人材育成、ホール等を活用した

展示、交流事業等を通じ繊維産業の活性化を図る

ことであり、このセンターの賛助会員として年会

費を負担したものであるとのことでした。

次に、道路維持費の中において、工事請負費の

中に防犯灯工事と、負担金補助及び交付金の中に

防犯灯新設工事負担金とあるが、これらの違いに

ついて示せとの問いに、まず工事請負費の防犯灯

工事については、市内の防犯灯の設置工事のため

のものであり、ＮＴＴの電柱への設置工事分もこ

の中に含まれており、また防犯灯新設工事負担金

については、関電柱についての防犯灯の設置工事

を関西電力の方へ委託しており、そのため負担金

として支払っているとのことでした。

次に、都市計画費の中の都市計画総務費の積立

金に緑化基金積立金とあるが、これの内訳につい

て示せとの問いに、これについては、財団法人泉

州都市環境創造センターの方から３，５００万円、

本市清掃課の方で取り扱っている牛乳パック売却

金、預金利子等であるとのことでした。

これに対し、この緑化基金積立金の運用状況に

ついて示せとの問いに、今年度においては、俵池

公園整備工事として同公園の駐車場工事、植栽工

事及び市民に花の苗を配布する事業を行い、これ

らの事業に対し１，１１９万２，０２７円の基金を運

用したところであり、またこの緑化基金の残高は、

平成１２年３月３１日現在で約１億４，１６０万円

であるとのことでした。

また、これに対し、本市には緑化基金条例が制

定されており、この条例に沿って年次計画を立て

て市内の緑化を進め、基金の運用を図るべきであ

ると思うが、市としてはこの基金について今後ど

のような運用計画を考えているのか示せとの問い

に、この基金の運用については、今までは主にポ

ケットパーク等の公園の整備事業のために充てて

きたところであるが、今後は公園の事業以外にも

基金の運用をしていくよう、緑化については幅広

い意味で検討していきたいと考えているとのこと

でした。

次に、都市計画調査費で市街化区域及び市街化

調整区域見直し検討調査委託料とあるが、この内

容について示せとの問いに、これについては平成
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９年度から全国一斉に行われている線引きの見直

しであり、本市においても平成９年度から市街化

区域への編入を検討すべき地区の抽出、土地利用

の現況、道路公園等の土地基盤施設の整備状況等

々の現況調査を行っており、平成１１年度におい

ては、市街化区域への編入の可否、良好な市街化

を形成するための手法等についての検討を行い、

都市計画変更に向けて法定図書の作成並びに関係

機関との協議を行ったところであり、また具体的

な場所としては、都市計画道路である泉南岩出線

の大阪側の側道で、樽井三丁目並びに馬場二丁目

の一部の区域約２．５ヘクタールであり、この区域

を市街化調整区域から市街化区域に編入をしたが、

それについての調査委託料であるとのことでした。

次に、樽井駅周辺地区再開発等調査費で再開発

等推進業務委託料とあるが、この調査内容につい

て示せとの問いに、これについては、樽井駅周辺

整備用地活用方策の変更業務ということで調査し

ており、その内容としては、樽井駅前交通広場に

近接する民有地の活用方策として施設の計画検討

を行い、それらの必要性、関連条件との整合性、

妥当性を実証するための資料作成をしているもの

であり、これらの用地については、土地開発公社

で大部分を先行取得しており、それらの有効活用

ということで駐車場利用等を考え、調査を行った

ものであるとのことでした。

次に、住宅管理費の需用費の中に修繕料１，６５

８万円とあるが、この内訳及び予算計上時におけ

るその年の計画について示せとの問いに、この内

訳については、一般住宅の修繕料として１０９万

円、前畑、宮本の同和住宅の通常の維持管理に伴

う修繕料として８３８万円、前畑、宮本の同和住

宅における空き家の修繕料として７１０万円で、

件数としては９件あり、また予算計上のときのそ

の年の計画については、大規模な修繕については

予算の関係もあり、次年度に回したものもあるが、

通常は過去の年次別の実績等を勘案して一定の額

の予算計上を行い、別段計画を立てての修繕は行

っていないとのことでした。

次に、住宅管理費の委託料の中に粗大ごみ収集

委託料とあるが、この内容について示せとの問い

に、これについては、入居者が勝手に粗大ごみを



放置することがあり、市としても注意や指導を行

っているところであるが、それが見苦しい状況に

なったときに一定の期間で収集を行っているもの

であり、それに対する委託料であるとのことでし

た。

これに対し、この粗大ごみについては、入居者

自身が放置したごみであり、見るに見かねた状態

になってから市が委託料を支払って業者に処理し

てもらうのではなく、管理人や集金人、関係団体

を通して入居者に注意を呼びかけるなり、市行政

として一定の指導を行うなりして、入居者自身が

自分たちできっちりと処理するような方向づけを

するべきであるとの意見がありました。

次に、消防費について申し上げます。

まず、常備消防費の中で、使用料及び賃借料の

うちで寝具借上料を毎年４０万円程度支出してい

るが、借り上げするより購入する方が経費節減が

できるのではないかとの問いに、これについては、

消防業務における仮眠時の寝具の借上料であり、

購入ということについても種々検討したが、寝具

については毎日の仮眠時に常に使用するものであ

り、乾燥等衛生上の問題もあるので、リースによ

り対応しているとのことでした。

また、負担金補助及び交付金の中で、消防ヘリ

運営負担金については、山火事等があった際には

消防ヘリに出動してもらっているが、出動要請し

た場合にはその負担金がふえるものか、また、こ

れとは別に救急救命用として利用できるのかとの

問いに、大阪市の消防ヘリについては常時２機保

有されており、その運営経費に対して府下市町村

において分担して負担しているもので、その負担

割合については、人口割、財政力指数等により負

担しているとのことであり、またその内容として

は、山火事の際の出動、春秋の火災予防広報、訓

練参加等に出動を願っているとのことで、救急救

命時の消防ヘリの使用については、大阪府におい

ては離島がないため、救急救命用としては特段利

用していないとのことでした。

また、職員にあっては各種の資格取得がされて

いると思うが、現在の消防体制の中で各項目にお

いてどのような資格取得がなされ、現場において

どのように生かされているのか。また、その消防
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体制の中で、レスキューについては現体制におい

て国・府基準を満たしているのか。例えば、救急

救命士についてはどうか示されたいとの問いに、

消防における資格取得は、救急救命士の資格取得

については、現在８名が取得し、また高圧ガス取

り扱い、ガス溶接作業、潜水士等の資格取得者も

あり、レスキューについては、救急救命士は高規

格救急車に搭乗しているが、三次救急には搭乗し

ていないとのことであり、また潜水士、ガス切断

等については、国基準として何名搭乗するか規定

がないとのことであり、今後とも各種資格取得に

ついては、人命救助等消防行政に生かせるよう各

種資格を取得できるよう努力していくとのことで

した。

また、救急業務に関連して、市内の狭隘部にお

ける対策と救急車の搬送先に対する対策はどのよ

うにしているかとの問いに、市内の狭隘部の救急

搬送については、現在の高規格救急車は車体が広

くて道路の狭隘部については進入できないので、

現場近くに駐車した上でストレッチャーにて対応

しているとのことであり、救急救命については、

まず救急救命士が現場到着し、患者に対し必要に

応じて応急措置を行った上で搬送しているとのこ

とであり、また救急患者の搬送先等についても、

現状では医療機関と連係をとり、長時間を要せず

に患者を搬送できるとのことでした。

次に、防火水槽、消火栓であるが、火災時はほ

とんど消火栓に頼っている現状であり、本市の旧

市街地については、道路の狭隘等によりどうして

も防火水槽に頼らねばならないが、その管理とし

て点検等を年間どの程度実施しているかとの問い

に、防火水槽等については、年間を通じ月２回程

度点検を行っているとのことであり、それとあわ

せて防火水槽の設置場所等の表示看板の補修につ

いては、発見後早急に補修を行い、その中で雑草

等によりわかりにくい場合には、除草もあわせて

行っているとのことでした。

さらに、防火水槽に関して、耐震防火水槽の整

備の進捗についてはどのようになっているかとの

問いに、耐震防火水槽の設置状況については、平

成８年３基設置以降設置していないが、予算化に

向けて長期的に耐震防火水槽の設置を働きかけて



いくとのことでした。

また、地域に設置している消火栓用のホース等

の老朽化に伴う対策については、現在のところ筒

先、消防ホース３本を設置しているが、老朽化が

進んでいるものについては、対策を講じてほしい

旨の要望がありました。

次に、教育費について申し上げます。

まず初めに、事務局費における嘱託職員の職務

内容と雇用について示されたいとの問いに、嘱託

職員については、泉南市教育研究所に設置してい

る教育相談室に現在１名の嘱託職員を配置してい

るものであり、その職務内容については、保護者

並びに子供の教育問題に対してその全般的な悩み

の相談に答えるということで、その対応として電

話相談、直接面談等において相談業務を実施して

いるとのことでした。

次に、教育関係の中で、保護者の方々から３０

人学級に対する強い要望があるが、そのことに対

する考え方を示されたいとの問いに、現在学級の

定数については、標準法で４０人と定数が定めら

れており、最近出された文部省の７次教職員定数

改善計画においても、定数の問題についても４０

人とされているとのことであるが、しかし山積し

ている教育課題の解決に向けてより細やかな指導

を行うためには、現在の定数削減が必要との認識

のもとに、教育委員会においても国・府に対して

学級定数の引き下げを要望しているとのことでし

た。

また、国の７次教職員定数改善計画においては、

小人数による指導の充実が挙げられており、その

点からも加配教員が府下につく運びになっている

とのことで、教育委員会としても１人でも多くの

加配教員の獲得に向け努力していくとのことでし

た。

次に、同和教育費及び青少年センター費のうち

で、補助金等の見直しについては、財政的な問題

でなく、一般施策への移行の検討等どのように見

直しを考えているのか、また、その根拠の問題と

して適切に補助金に対してチェックを行っている

のか、その点を示されたいとの問いに、補助金関

係いずれについても、同和教育、人権教育の推進

に係る研究団体への助成であり、その補助金の見
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直しの件については、同和問題に対する対応とし

ては、ハード面等については既に事業完遂を見て

いる状況にあるが、教育等に関してはいまだ課題

が解決をしているという現況には至っていないと

の認識を持っているとのことで、この課題に係る

研究会については、同和教育、人権教育の状況を

踏まえ、今後とも一定の助成措置をしていくとの

ことでした。なお、その活動内容、補助の執行等

については、所定の手続の上、十分内容の精査を

行っているとのことでした。

次、夏休みにおける市営プール、学校プールの

開放問題では市民から強い要望があるが、どのよ

うに考えているかとの問いに、昨年は２２日間の

開放を行ったところであるが、その中で請願の提

出があり、そのことは真摯に受けとめているとの

ことであり、その中で新年度においては、今まで

と違った工夫、検討という中で、できるだけ多く

の市民に利用していただけるよう考えていきたい

とのことでした。

さらに、プールの運営の中において、アルバイ

ト賃金の不用額が生じているが、その内容を示さ

れたいとの問いに、賃金の不用額の問題について

は、１１年度は当初開設は７月２０日から８月１

０日までということでアルバイト募集をし、１１

カ所のプールの必要予定において算定し、予算計

上を行ったが、実際プールを開放すると、雨天の

場合等により不用額が生じ、例年と同額程度の不

用額が生じたものであるとのことでした。

次に、小・中学校の需用費について、非常に少

ないということで大変苦労されていると聞くが、

もっと需用費はふやせないのか、行革の中で減ら

されているが、これで足りているのか、その点ど

のように考えているのかとの問いに、需用費につ

いては確かに少ないと認識しており、今後は予算

獲得に努力していきたいとの答弁がありました。

その中で行政としては、予算配分についてはす

べて前年度主義であり、これだけ厳しい財政事情

となれば対前年対比が基本となっているが、問題

であり、不足の状況が生じることをきちっと財政

当局に話をして、それなりの対応をしていくべき

ではないかとの指摘がありました。

さらに、小・中学校の役務費について、各学校



に配分すると幾らぐらいになるのか、また大規模

改修についてはどのように考えているかとの問い

に、これも小学校１１校と中学校４校で分配する

と本当に少なく、その予算の配分の基準は、人数

割と学級割、均等割という形で配分している状況

であるとのことでした。

また、教育予算については、財政の厳しい中で

も見直しをかけて、必要なところには予算の獲得

ということで努力をしているとのことであり、何

をするにも予算の裏づけが必要であり、国・府か

らの補助金をまず獲得する手だてを考えていきた

いとのことでした。

あわせて、予算の配分については、市の財政状

況は行財政改革を推進する上において、財政収支

の展望でも大変厳しい状況であり、その中で予算

の編成作業を推し進めているが、全庁的に見直し

する中で、どのように配分していくかということ

が求められており、財政が厳しいことについては

変わりがないので、限られた財源の中で原点に立

ち返り、検討していかなければならないとのこと

でした。

それと、設備の大規模改修の問題については、

ことし小学校の耐震予備診断を行い、各小学校１

１校の調査結果を報告できるよう検討をしている

ところであるとのことでした。今後については、

予備診断の結果をまとめ、その中で危険改築対象

か、大規模改造対象とするか、保全対象と区分し

てその後本診断を行い、国庫認定できるかに進ん

でいくこととなり、その中で危険改築対象につい

ては、今度は耐力度認定調査においてそのものの

耐力度を調査し、国庫補助をもらっていくにはど

のような形とするか、今後協議していかなければ

ならないので、二、三年はこういう形で進捗して

いかなければならないとのことでした。

次に、学校施設の修繕費１，３００万円の内容と、

補修要望ある中で、その１１年度にあって施設の

修繕すべき部分に占める割合はどのようになって

いるのかとの問いに、修繕費については、１１年

度では当初６００万円、補正により７００万円で、

そのうち予算執行した額は１，２９９万円となり、

例年施設修繕等の要望を学校から受け、その要望

にこたえられるように行っているが、全部できて
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ないのが実情とのことでした。また、主な修繕箇

所については、東小学校の高圧ケーブルの修繕、

砂川小学校の浄化槽の修繕等で、各小学校におけ

る種々の修繕を行ったとのことでした。

その中にあって、学校から要望等があったとき

には、財政難という理由でその要望者が要望でき

ないような状況、ムードをつくってしまうという

ことのないよう、内部において予算等の検討を行

い、要望に対応すべきではないのか。現在の学校

における種々の問題については、すべて学校の環

境問題が関係しており、環境を整えてやらなけれ

ば何も問題解決にならないので、そのことを十分

認識して、もっと財政とのヒアリングにおいては

状況を説明し、予算の獲得に努められ、また今後

要望については適切に対応されたいとの意見があ

りました。

また、その予算執行の中において、工事の入札

に関する落札減について、その落札減をそのまま

の形で計上するのでなく、本当にやる気があるの

であれば、行政と協議の上で、予算の不用額のす

べて使わなくても一部でも流用、充当して、急い

でいるところに使途するような有効な形として使

っていくということが適切な措置と言えるのでは

ないのかと思う。それと今後特に施設整備につい

ても優先順位もあろうが、要望事項の酌み上げに

ついても、本当にやるということであればこれも

早急に対応すべきで、その辺の意思の持ち方が問

題だと思うとの指摘がありました。

次に、成人式の問題については近年問題化され

ているが、式の運営についてはどのようなのか、

その実態を示されたいとの問いに、成人祭のあり

方については、例年マナーの悪さについては言わ

れているが、ことしは全国的にも報道され、その

あり方につきましては、近隣の市町でも参加者を

引きつけるような運営方法についていろいろと情

報交換等もするが、これといったものがなく、成

人祭が終わった後に新成人の実行委員に集まって

もらい反省点等を聞き、その中で要望、意見があ

れば今後取り入れていきたいとのことでした。ま

た、式典の運営につきましては、新成人でお願い

しているのが現状であるとのことでした。

その中で、成人式の問題については、せめて式



の時間ぐらいは式典に参加するような対応、環境

づくりを考えるべきではないかとの意見がありま

した。

次に、給食センターの廃水処理については、い

まだに合併処理で排水しているが、公共下水が整

備され法的にも３年を経過しているので、早くつ

なぎ込まないといけないと思うが、その中で施設

の建てかえ問題もあり、二重投資になってはとの

ことであったが、その経過を示されたいとの問い

に、下水へのつなぎ込みについては、給食センタ

ー施設そのもののあり方を一定検討した時期があ

り、その中で基本的には当面施設の改修なり機材

の購入を行うという方向性を定めているので、そ

れとの関連において、１３年度において下水道へ

のつなぎ込みを実現していきたいとのことでした。

さらに、学校給食の問題で、食材の安全性につ

いてどのような対応をしているのか、学校給食の

パンなどの小麦粉を使っている部分でかなり危険

なものがまじりやすいと言われているが、その点

のチェック体制について示されたいとの問いに、

パンの購入、食材のチェック等の対策として、食

材の購入については大阪府財団スポーツ教育振興

財団において一括購入をし、小麦粉については純

国産製の小麦粉を使用しており、また食材の残農

薬検査等を実施し、給食センターにおける物資の

チェックについては、学校給食会の物資購入企画

に基づいて学校栄養士が検品検査をし、安全を期

して学校給食の業務を行っているとのことでした。

これを受けて、なぜこういう財団を通して食材

関係を仕入れるのか、本市は農業も盛んであり、

教育的観点からいえば地元産を使うということは

大事だと思うが、大きなところにゆだねなくても

地元のものを使うということを基本とすべきであ

り、地元産のどのようなものを使っているのかと

の問いに、物資購入については、大阪府の外郭団

体である財団よりパン、牛乳、米、調味料を一括

購入し、その他の食材については、近隣の市場で

野菜、魚等を購入して、学校栄養士が検品等を行

っているとのことでした。

次に、本市の独自の教育のあり方について、市

民から見れば不登校の問題等、教育全体を見て新

しい時代にどのように対応されていくのか、その
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点についての考えを示されたいとの問いに、新し

い教育のあり方ということについて、国・府の動

き、そういったものの改革が今進められている中

で、本市も種々多面的なところから検討を加え、

具体なことは議会の方にも示して、方向性を持っ

た形で行っていきたいと考えているとのことで、

特に不登校の問題あるいは中学校の荒れの問題、

こういったものの解決について、具体的な施策を

講じていかなければならないと考えているとのこ

とであり、国・府においてもそういったいろんな

事業展開が示されているので、今後も問題解決に

努力していくとのことでした。

この件にあって、新しい教育のあり方について

は、それを討議する審議会を設置しているようで

あるが、そのメンバー構成にあって一般の方々が

入ってなく、あくまで学識経験者ということであ

るが、これについても、もっと一般の方々を求め

ていく時代ではないのかと思うものであり、また

全国的にも新しい教育のあり方というものを検討

しているが、本市もぜひひとつ学力に強いという

伝統だけを維持するのでなく、実際に実社会で苦

労された方に参加してもらえるような方策を検討

する必要があるのではないかとの意見がありまし

た。

次に、公債費について申し上げます。

まず、平成１１年度の公債費比率について、平

成１１年度は警戒ラインと言われる１５％を上回

る１５．５％であり、今後平成１４年、１５年に償

還のピークを迎える中で、市として投資的経費の

あり方について、どのように考えているかとの問

いに、投資的経費については、平成７年ごろは５

０億円程度の起債を発行していたが、近年では事

業の実施時期を分散させるなどの工夫や砂川駅前

再開発事業等の事業の見直しにより２０億円以内

で推移しており、平成１４年、１５年に償還のピ

ークを迎えると、その後は１２億円から１８億円

程度の減少に転じ推移するものと考えており、市

としても事業については中長期的な展望を持って、

担当原課とも十分な協議を重ね、事業を進めてい

く考えであるとのことでした。

この答弁を受けて、行財政改革の中で具体的に

事業の中止や凍結といった見直しがされないまま



単に事業を先送りするだけでは、問題解決になっ

ていないのではないかとの意見がありました。

次に、起債の借りかえについて、今までの議論

でも借入金についてはさまざまな制限があるため、

借りかえを行うことは非常に難しいとの財政当局

の見解であったが、今後これらの借入金の借りか

えについてどのように進めていくのかとの問いに、

縁故債の借り入れに当たって、１０年を経過した

ものについては借りかえを実施しており、平成１

２年度には公営企業金融公庫について借りかえが

認められたので、利率が７％以上の借入金につい

て借りかえを実施してきたが、政府資金等の他の

貸付金についてはさまざまな制限があるので、こ

れらの要件に合致したものについては可能な限り

借りかえを実施し、今後高い利率で借り入れてい

るものについても借りかえができるように要望を

行うとのことでした。

次に、諸支出金の中のふるさと創生事業推進基

金費について、サイン計画を基金の利子で実施し

てきたが、本来その目的を考えると、早急に基金

を全額執行するものと考えるが、基金を全額プー

ルしておくことについて、市はどのように考えて

いるのかとの問いに、サイン計画については、当

初高金利時代を反映して基金の利子で事業を実施

してきたが、サイン計画も一定の目的を達成した

現在、予算の執行は行われておらず、また昨今の

低金利時代の中で、利子での運用も困難になって

きたことから、今後この基金をどのように有効に

使うのか、市全体として議論をしていきたいとの

考えでした。ふるさと創生基金については、基金

の名のとおり、地域の活性化のために、目に見え

る形で事業を実施していくべきではないかとの意

見がありました。

以上申し上げた点が一般会計歳入歳出の主なる

審査の内容であります。

引き続きまして、樽井地区財産区会計から汚水

処理施設管理特別会計までの各財産区会計及び特

別会計１５件につきまして順次審査に入りました。

その中で、まず樽井地区財産区会計の質疑の中に

あって、その主なものについて申し上げます。

まず、財産収入の中の財産貸付収入について、

貸付金額の決定について更新時に協議がなされて
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いると思うが、何年ごとに契約の更新がされ現在

の金額になったのかとの問いに、土地貸付収入に

ついては、１年ごとに契約の更新が行われており、

昭和６２年度までは比較的低い価格で契約を行っ

ていたが、当時固定資産税にも至らなかったとい

う経緯がある中で、昭和６２年度から平成５年度

まで毎年１２％ずつ価格を引き上げてきた結果、

平成５年度、６年度で固定資産税と同等の金額に

なり、その後は２％と５％の上昇率で推移し、平

成１１年度、１２年度については、協議の結果、

据え置きとなっているとのことでした。

このことに関連して、関西電力株式会社と中央

土地株式会社への土地の貸し付けについて、具体

的にどのような土地を貸し付けているか示せとの

問いに、関西電力株式会社への土地の貸し付けに

ついては、財産区内にある電柱部分の貸付料であ

り、中央土地株式会社への土地の貸し付けについ

ては、泉南自動車教習所のある場所であるとのこ

とでした。

また、中央土地株式会社については、土地の又

貸しが問題となった経過があり、市としても中央

土地株式会社の職種を登記簿謄本等で調査したと

ころ、不動産業、自動車教習所の経営であり、自

動車教習所の経営を泉南自動車教習所に委託して

いるとのことでした。

次に、各財産区の資産の把握について、決算書

に記載されている資産以外に資産は存在しないの

かとの問いに、樽井地区財産区については、決算

書に記載されている資産であると考えており、他

の財産区についても、不明な点等については区長

等からの聞き取りを行い、資産の把握に努めてい

るとのことでした。

以上が財産区会計における主な質疑の概要でご

ざいます。

次に、国民健康保険事業特別会計では、低所得

者への減免制度について知らないという方が多い

と聞くが、周知はどのようにされているのかとの

問いに、減免制度のＰＲについては、泉南市広報

やチラシ等でお知らせをしているところであるが、

これ以外の周知方法については検討したいとのこ

とでした。

また、このほかには、滞納状況や介護保険との



関係を含めたときの徴収率についても若干の質疑

がありました。

次に、下水道事業特別会計では、使用料の未払

いで収入がなければ、この特別会計がパンクする

のではないかとの問いに、今は投資的事業で一般

会計からの負担が大きいが、下水道整備が完了す

れば、当然運営は使用料で賄っていくのが基本で

あると考えており、また使用料の徴収方法も、現

在は水道料金と同時に徴収を願っているが、これ

までの滞納がある以上は、個別の徴収方策を考え

たいとのことでした。

かくして各会計に対する審査を終了し、最後に

市長の出席を求め総括質問を行いました。

ここでの質疑の主なものについては、まず入札

制度の問題では制度改善が進められ、抽せん型の

改善がなされてきたが、ここに来てその改善が進

んでないように思うが、今後の入札制度の改善を

どのように考えているのかとの問いに、入札制度

の改善ということで、昨年の１月から事前公表と

いう形で、おおむね１年の試行ということで実施

し、１年を経過したので、現在この辺の分析を行

っているところであり、改善すべきところがあれ

ば、その結果を踏まえて改善していくということ

で、常にそういう考えであるとのことでした。

次に、補助金全般に係る問題として、行革の中

で補助金の一律１０％カットした程度で、常々行

政執行の中にあって見直しをどのような形で指示

されているのか、また、その見直しについてどの

ような効果を報告されてきたのか、その点を示さ

れたいとの問いに、各種補助金については、行革

において一律カットを行ったが、それは緊急性も

あり、一定１割という形で行ったとのことであり、

今後は個別の内容によって精査し、その中で必要

な部分については補助しなければならないとのこ

とで、場合によっては増額もあり得るとのことで

した。

また、一定その役割を果たしているもの、ほぼ

終結に近づいているもの等については、当然見直

しを行わなければならないので、指摘の点を真摯

に受けとめ、今後とも補助金のあり方、見直しに

ついては早急に取り組んでいくとのことでした。

また、補助金問題に関連して、補助金について
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その目的どおり有効に使用されているか、また補

助金のカットについては、その補助金の性格、内

容により配慮すべきではないか、その点の考え方

を示されたいとの問いに、各種補助金については、

今後はやはり内容、目的別に精査し、法的に根拠

のあるもの、あるいはこれから補助が必要なもの

も含め、十分精査した中で適切に運用していきた

いとのことでした。

さらに、補助との関連の中で、双子川浄苑に係

る税の減免について、公益性その他の事情により

市長が特例事項の中で減免されているが、税の減

免については、やはり平等というのが建前であり、

その地域についてはどのように考えているのかと

の問いに、双子川浄苑に関する税の減免について

は、昭和５４年当時施設の全面建てかえ時にいろ

んな面での関係地区に対する協力というのが発端

であり、その対応についてはきちっとしなければ

いけないというふうに考えているとのことであり、

この問題については、率直に３地区の地元と協議

し、今の時代に合った形でお願いしていきたいと

思っているとのことでした。

次に、農業公園事業の見直しについては考えて

いないのか、これについては過去の市民の里や駅

前整備事業の二の舞になるとの厳しい意見がある

が、その点の考えを示されたいとの問いに、農業

公園については、従前は単独事業という形で行っ

ていたが、国庫補助並びに府の補助との合計で補

助金が約６５％もらえることとなり、現在でき得

る限り一般財源の持ち出しを抑える形で事業を実

施しているところであり、市の財政に負担を極力

大きくかけないということで、事業を一応２年間

先延ばしをし、できるだけ投資を抑えるというこ

とで進めており、今後もそういう姿勢で完成に向

け努力していきたいとのことでした。

また、農業公園に関連して、国・府も全国的な

問題であるが、公共事業のあり方、当然費用と公

共の問題ということがあるが、場合によっては勇

気ある撤退というのも時代的に求められていると

思うが、市の財政が厳しい状況の中で、今後も農

業公園にかける投資的経費が相当な比率を占めて

いくと思慮するが、その中で費用と効果の関係で

あえて継続していけるのか、また、それに対する



結果責任をどのように考えられているのか、勇気

ある決断も含めてどのように考えているのかとの

問いに、農業公園の問題については、確かに単独

でということは今の時代では無理かと思うとのこ

とで、今回国から５０％、府から１５％の補助で

現在事業を進めているとのことであり、今ここで

やめてしまうと先行取得した部分の買い戻し部分

に補助がつかなくなり、この事業については、前

の景気対策の一環の中でそれに乗っかったもので

あり、この制度のあるうちにできるだけやってお

きたいとのことであり、その結果６５％の補助と

３５％の起債と一般財源で進め、その中で先行取

得した部分を含め買い戻しする方が、市全体とし

て将来的に非常に有効と判断しているとのことで

あり、また付近には花と農業あるいは緑というこ

とで、多くの市民や近隣も含めて観光的要素によ

りできるだけ集客していきたいとのことでありま

した。

さらに、いやしの時代と言われている中で、精

神的ないやしの部分も含め、レクリエーションの

部分もあるので、ぜひ完成させたいとのことでし

た。

なお、管理・運営については、効率的な運営が

図られるようなシステムを構築し、一定の判断と

してそのものが多くの市民に受け入れられるもの

ということとなるので、そのあたりで評価したい

とのことでした。

さらに、農業関係に関して、２１世紀の農業者

に対する本市の考え方、あるいは近代農業技術の

取り入れ方、有機農業という問題等について、ど

のような考えを持っているのか、その中で農業自

体の基本的な考え方に対する行政指導のあり方、

また農業者の後継者問題等への対応を行い、農業

を１つのビジネスとして考えられるような環境づ

くりを進める上で、農業に対しての考えを示され

たいとの問いに、２１世紀の農業がどうあるべき

かという問題について、農林水産業というのは第

一次産業として昔から地域の繁栄を担ってきた基

幹産業だと思っているとのことであり、その中で

１つは後継者問題と所得の問題があり、国におい

ても農業者の所得水準の引き上げという政策も打

ち出されており、また後継者づくりということで

－２４２－

認定農家の制度もある中で、本市にあっては六十

数人の方々がその認定を取得され、そのことを踏

まえて本市もそれらの施策を十分勘案しながら、

農業振興あるいは農業において生計が立つような

システムづくりに努めていかなければいけないと

のことであり、ただ本市においては専業農家が少

なく兼業農家が多い中にあって、今後とも努力し

ていくとのことでした。

次に、既存火葬場の問題で、新しい施設の建設

はいつになるかわからない状況の中で、現在の既

存の施設を市民から批判を受けないような整備を

思い切ってやるべきではないかと思うが、その点

どのように考えているかとの問いに、泉南聖苑計

画の中の火葬場問題については、昨年６月に地元

において協議の門戸を開いてもらい、近々地元と

協議に入るということであり、できるだけ早く地

元の理解を得て、当面は火葬場の部分から建設し

ていきたいと考えているとのことであり、それま

での間の既設の施設については、施設改善を行っ

ていきたいとのことでした。

次に、市営住宅の問題で、高岸住宅において２

７０万円をかけ改修が行われ、全部の改修が終わ

っていないが、裁判という問題を抱え、裁判にゆ

だねるという現在の姿勢ではなく、一日も早く市

が約束したことは守るという原点に立ってもう一

度考えてもらいたいが、その点どのように考えて

いるかとの問いに、市営住宅問題の屋根の改修に

ついては、改修は継続して行っているが、係争と

は別に管理する立場として改修を行っているもの

であり、今後とも入居者の意見を聞きながら進め

ていくとのことでした。

次に、現在の財政が厳しい中にあって、予算の

配分のあり方については大きな問題があると思う

が、その配分の中で教育予算の増額をもう少し考

慮できないかとの問いに、予算配分ということに

ついては、１１年度においては教育予算の中で信

達小学校の附帯施設の建てかえを行ったが、本市

の場合は建設の時代は過ぎ去っており、管理の時

代ということで、今後は耐震診断の結果が出ない

と次に進めない部分もあるが、その耐震診断の結

果を踏まえて、改善なり改修については、補助、

単独の仕分けをした中で順次取り組んでいきたい



とのことでした。

教育問題に関連して、教育問題について、その

中で幼稚園の統廃合問題についてどのように考え

ているかとの問いに、教育問題の幼稚園の統廃合

問題については、行革の中でも１つの項目として

いるところであり、また教育問題審議会を立ち上

げてもらい諮問されていると聞いているので、そ

の中で一定の答申が得られるのではないかと思っ

ており、その結果、当然合意形成の理解を求めて

いかなければならないとのことでした。

次に、樫井川の河川の汚濁問題で、これからの

川なり河川というものについては、地域と共有で

きるような川にしてほしいと思うが、その点どの

ように考えているかとの問いに、樫井川の水質問

題ではことしは下位から２位だったと思うが、そ

れにしても非常に水質が悪く、このたび保健所が

中心となり、保健所と行政が一体となって樫井川

の水質問題、特に生活排水の実態を含めて連絡調

整のための会議が発足するとのことであり、泉佐

野、田尻、本市の２市１町が入り、その中で十分

議論をしていきたいとのことでした。

次に、下水道会計において受益者負担の２，４０

０万円が未納で、また使用料に至っても９２１万

円の未納があり、何らかの対策をしないと下水道

会計が市財政を大きく圧迫すると思うが、何らか

の方法が考えられないかとの問いに、下水道の使

用料、受益者負担の徴収については、未納という

ことは非常によくないということで、職員が出向

いてでも徴収督促しているところであり、今後と

もそういう形で進めていきたいとのことでした。

以上で各会計決算１６件に対する質疑をすべて

終了し、順次討論、採決に入りました。

そのうち討論のあった会計については、一般会

計、国民健康保険事業特別会計、下水道事業特別

会計であり、まず一般会計については、市民本位

の行財政改革にはほど遠い内容であり、収入の根

幹である市税についても高額滞納者に対する甘い

姿勢が浮き彫りとなり、高額滞納者への厳しい姿

勢をとることが収入の面でも、市民にモラルの面

からも、行政の責任を果たすという面でも必要で

あるが、不十分と言わざるを得ない。

入札についても同様であり、支出の部分でも教

－２４３－

育予算が少なく、学校崩壊の状況等に多くの市民

が胸を痛めており、そういう点において教育予算

をふやし、教育環境の充実を望んでいるが、老朽

危険校舎は放置されたままであって、また巡回バ

スなど市民の強い要望にもかかわらず、答申待ち

等でおくれていること。また、農業公園などの事

業の見直しが求められているが、改善が見られな

い等々の不満な点があり反対であるとの討論があ

り、片や１１年度においては、単年度収支８，２９

１万円余りの赤字となる財政厳しい中で、長年の

懸案事項の砂川樫井線の諸問題の解決や信達小学

校の体育館の建てかえ工事を初め、公共下水道事

業、合併浄化槽設置整備事業、道路新設改良、学

校施設整備等、都市基盤整備を中心に成果を上げ

られ、種々指摘した問題を初め諸問題を先送りす

ることなく財政構造の抜本的改革や市民ニーズを

的確に把握し、市民に活力を与えるような施策を

実施されるようにとの要望を付して賛成であると

の討論があった中で、採決の結果、一般会計につ

いては賛成多数でもって原案どおり認定可決され

ました。

次に、国民健康保険事業特別会計にあっては、

長引く不況の中で市民、特に低所得者の生活が厳

しくなり、介護保険の導入、老人医療費の改悪が

進められ大変な状況に追い込まれているが、国保

会計についても滞納がふえ、それに対する根本的

な対策が求められているが、国保会計への市から

の繰り出しの増額や減免制度の充実をさせ、安心

して暮らせるものとなっていないとのことで反対

であるとの討論があった中で、採決の結果、賛成

多数でもって原案どおり認定可決されました。

次に、下水道事業特別会計にあっては、下水道

会計については財政的にも大変な問題をはらんで

おり、合併浄化槽と公共下水道という二本立てで

進んでいることからも明らかであり、広域を一括

して行う現在のやり方では責任の所在が明確にな

らなく、地域に見合った下水道処理システムを早

急に見直さない限り、将来的に財政的に行き詰ま

るだろうし、また市街地が抱える下水処理問題、

下水の使用料の未納などにより、まだまだつなぎ

込みをする状況ではなく、もっと下水処理に対し

柔軟な対応が必要であるとのことで、反対である



との討論があった中で、採決の結果、賛成多数で

もって原案どおり認定可決されました。

なお、その他の１３件の会計については、討論

もなく、いずれも全会一致で原案どおり認定可決

されました。

以上、本特別委員会に付託を受けました平成１

１年度各会計１６件の審査及び結果の報告といた

します。

議員各位におかれましては、本特別委員会同様

よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの委員長の報告

に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

ほかにありませんか。 小山委員

については、決算委員と見受けられますけども、

御協力を願いたいと思います。ほかにありません

か。 質疑なしと認めます。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 巴里君。（小山広明君「議長、

議事進行」と呼ぶ）小山君。

○３番（小山広明君） 議長から決算委員だから御

協力願いたいと。だから、そういう趣旨を踏まえ

て質問しますよ。決算委員であることで矛盾する

ような質問はしませんよ。もっと基本的なことを

しようと思って私手を挙げとるんだから、そらち

ゃんと当ててもらって、内容によって決算委員だ

から、おかしい質問だったらそら議長整理してい

ただいたらいいですよ。何にも内容を聞かんのに、

決算委員だから御協力いただきたいて、だから御

協力いただきたいというなら御協力するというこ

とで、当ててもらわないとできないじゃないです

か。ちゃんと当てて運営してもらわないと、こん

なこと私も１２年ほど議員やってますが、初めて

ですよ、こんな対応は。今までも何回もそんなこ

とやったことあるしやね。当たり前じゃないです

か。中身を聞かないでそんなもん手を挙げとるの

に、当てないというような運営はないですよ。

○議長（奥和田好吉君） 御協力をお願いしたいと

思います。巴里君。

○２２番（巴里英一君） 付託議案第１２号、平成

１１年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳

出決算認定についてから１３号、１４号、１５、

１６、１７、１８、１９、２０、２１号までを反
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対の立場で討論いたします。財産区会計でござい

ます。

ただいま長時間にわたって大変御苦労さんでご

ざいました。報告いただいた中で、財産区につい

てのみ反対の討論をいたします。

御承知のように樽井財産区につきましては、特

別地方公共団体として地方自治法第２９４条に基

づいて設置をされた機関でありまして、その機能

については御承知かと思いますけれども、２９６

条の３に財産区管理会の権能として存在しており

ます。その中で財産区が行うべきことということ

で載っておるわけでありますが、特にその段の実

例において、はしょりますが、財産区の収支を命

令し、金銭または物品の出納保管をつかさどるこ

となどは、財産区管理会または財産区管理委員に

委任することができないということになっており

ますし、平成７年のたしか３月の第１回定例会だ

と思いますが、動議によって樽井財産区の運営に

ついての調査特別委員会が設置されたことがあり

ます。

そして、その報告をいただいた。その委員会の

報告の中で、私も委員でありましたが、樽井財産

区についてかなりずさんな不法な不穏当な収支決

算になっておるし、土地賃貸借あるいは売買も個

人名で売買していると。金銭出納上においても、

私たちの議会あるいは地方公共団体の中になじま

ないような不当な支出もあるということで、金銭

出納も含めて、また地域の研修視察の豪華なあり

方にも問題がありまして、委員会で論議をされた。

当時、委員長は現在しております堀口議員でご

ざいます。約６回をもって一定の決をつけたわけ

でありますが、それについてもこのときの理事者

側の問題については、問題というより答弁につき

ましては、このことを改善していくということで

ありました。そのことを期待しながら過去ずっと

続けてきたわけでありますが、一定の改善はなさ

れたわけでありますけれども、なかなかまだまだ

私の主張してきました方向には向いていってない

というほど問題でありますし、これはまた後日開

かれます予算委員会でも一定の審議をしなけりゃ

ならないかなと思いますが、事実上事業はできな

いにもかかわらず事業をしているということも聞



き及んでおりますので、その点も含めて今回のあ

り方は問題であろうというふうに思います。

また、ずっと私はこの問題でみなし財産区の問

題もあります。これは市長から最終的に前向きな

答弁いただきました。そのときの答弁の 昨年

の答弁でありますが、私の方で早急に研究会なり

検討会を設けたいというふうに思っていると。そ

れで私たちの方法で検討する組織をつくりたいと、

こういうふうに考えているんだという答えをいた

だきました。

そういったこともまだ明快にされてないし、そ

してみなし財産区というような法的に存在し得な

いものをきちんと整備するのは時間がかかるけれ

ども、そういった方向が見えてこないまま認定す

るということは、一たん提起した限りは私たちは

なかなか承知できないというところであります。

まだまだ言いたいことは多くあるわけでありま

すけれども、また別の機会に論議を譲りたいと思

います。そういった意味ではいろいろの問題がま

だ解決されないまま、そのまま認定されるという

ことは、私にとっては非常に不適当であろうとい

うふうに認知いたしますので、そういった点を踏

まえて、今回の先ほど申し上げた議案については

反対といたしますので、こういった内容を把握さ

れて、皆さんにはぜひとも御尽力いただきまして、

御協力いただきまして同意いただくということを

お願い申し上げまして、壇上からの討論といたし

ます。

ありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 小山君。

全議案に対し一括して討論に入っておりますので、

ここでおのおのの議案において討論のある方は、

この場で全部言ってください。

○３番（小山広明君） それでは、議長の方から指

名をいただきましたので、決算の一般会計、これ

は日程第２になりまして、付託議案第１１号にな

ると思いますが、これに反対の立場、それからも

う１つは、日程第１０、付託議案第２３号の国民

健康保険、そして付託議案第２５号の下水道事業

特別会計にのみ反対の立場で御意見を申し上げた

いと思います。

討論に入る前に、私も議員になって１２年以上
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になるんですが、かつて議会の場で質疑が打ち切

られたというのは初めてであります。内容も聞か

ずに協力いただきたいということで指名をされな

かったということは、泉南の議会の歴史の中にお

いても、議会全体にとっても大変大きな問題を持

つことだと思います。

それでは、反対討論に入らしていただきますが、

これは１９９９年度の一般会計決算に反対の立場

で討論を申し上げたいと思います。

２１２億７，５６７万円 万以下は省略いたし

ますが の歳入に対して、差し引きは４，７７５

万５，０００円のマイナスという決算内容になって

おります。翌年度に繰り越す１億２８７万円、ま

た実質収支は１億５，０６４万円の赤字でもありま

す。経常収支比率が１００．８ということで、これ

は当初の行革計画からいえば、当初１０ポイント

下げるという約束を議会にも市民にもしたわけで

ありますから、こういう数字からいえば、大幅に

この数字は高い数字と言わざるを得ないわけであ

ります。公債費の負担比率も府下ワーストの１４

ということでありまして、１５．５というのは警戒

ラインを突破しとるということも議論されており

ますし、大変危険な状態であります。

地方債の現在高も１人当たりの額は３７万８，６

００円ということで、府下でもこれも１４番目に

悪い数字であると。さらに、債務負担行為が１２

０億円ほどありますし、また下水道への繰り出し

が９億９，６３２万円あるわけでありますけども、

この下水道会計の地方債の１５９億円などを合わ

せますと、６００億円を優に超える借金を将来の

市民が負担をしなければならないという大変な状

況にあるわけであります。

そういう中で、徴収率も８１．５という最悪な状

態でありますから、このことが泉南市の財政の厳

しい状態を如実にあらわして、そう簡単に脱出で

きない構造にあると思います。そういう中で、根

本的なこれまでのあり方を見直さなければなりま

せんけれども、市長が今示されておるのは、基本

的な考えは変えずにただ先送りをしておる、ただ

順番をおくらせるというだけで、どの事業が一体

これからの時代に合っているのか、合ってないの

かという、そういう構造的な問題にメスを入れな



い限り、先ほど言ったような構造は、私は解決し

ないと思います。

そういう中で、不納欠損として２億円を超える

お金をもう本来とるべき市税収入であったものを

法的に放棄をしとると、このことも大変ゆゆしき

問題であります。また、使用料などにおいても、

先ほども委員長からの報告がありましたけれども、

この一番市民が利用する庁舎の食堂の家賃の問題

についても、いまだに解決されずにされておると。

このことはやはり市民から見ても大変不愉快な、

また本当に納得のできない問題であると思います。

また、住宅の使用料の未済についても１，２００

万円ほどあるわけでありますが、このことの大き

な金額が占めるのは、やはり市営住宅の払い下げ

に絡む問題であります。市は一体この間、この未

納状態を解決するために具体的にどのような努力

をしてきたのか、全く見えない状態であります。

これは明らかに市の側に責任のある問題であって、

このことのおくれがこういう点にも見えてきてお

る問題があります。

さて、そういう中で、向井市政においては空港

を推進しておるわけでありますけれども、空港そ

のものが財政的に大変厳しい状態でありますし、

大阪府や国においても、この見直しということが

避けて通れない状態であります。しかし、地元中

の地元である向井市長においては、推進一辺倒と

いう姿勢しか今見えません。特に、２期事業にお

いては、１期を考えるならば、だれが考えても、

素人が考えても、絶対に立ち行かないということ

は明らかでありますし、全体構想を推進する市長

においては、残るものは横風用滑走路であります

けれども、この横風用滑走路が１期と同時に着工

されない国際空港、また安全な空港としては、だ

れが考えても同時着工というのが筋でありましょ

う。そういう安全を無視した、また採算性を無視

したこのような空港が、地元住民に利益や、また

よくなるはずは絶対ないわけであります。

そういう中で、向井市長が南ルートの問題をい

まだに推進しておりますが、このことはだれも市

民がまじめに評価したりするはずはないわけであ

ります。現在の北ルートがいろんな不便はあった

にしても、容量的には十分足りておるわけであり

－２４６－

ますから、これからの時代それ行けどんどんで、

どこまでも便利さを追求する時代ではなく、多少

不便でもやはり財政を考えてやっていくというの

が、民間もまた役所も通じた１つの時代であるこ

とは明らかであります。

そういう点からいえば、南ルートなどの要求は、

ましてや泉南市が責任を持ってやる事業でもあり

ませんし、国においても、国がやれないから民間

方式でやっとるわけでありますから、だれが考え

てもこの南ルートというのはできないわけであり

ます。そういうようなことにきちっとした姿勢を

示さない、そういう向井市政のあり方が今回の先

ほど言った財政問題のやっぱり根幹にあると思う

わけであります。

そしてもう１つは、やはり市営住宅の払い下げ

問題、これはやっぱりのどに大きく突き刺さった

問題であり、行政みずからがやってきた問題を向

井市長は解決しようとしない。向井市長しか解決

することができないわけでありますから、こうい

う問題こそやはりきちっと期限を切って解決をし

て、市長が示された建てかえという結論が今日に

至っても方向性が見えないわけでありますから、

その判断が間違っておったことは言うまでもあり

ません。そういう方向転換こそ今するべきであり

ます。

そして、教育施設の未整備の問題は、あらゆる

角度から議員が指摘をしております。せんだって

も、私は当該の委員会の皆さんと一緒について一

部見せていただいたわけでありますが、本当に豊

かな社会と言われる中で、あの学校の状態は単に

トイレだけの問題ではなく、構造そのものが今の

人々が生きている住環境などに比べて、全くコン

クリートだけの冷たいああいうところでは、健全

な子供が育つはずはありません。もっともっとや

はり教育施設に充実したものをやることが地元行

政の大きな責任であるわけでありますが、そのよ

うな姿勢を示さない向井市政は、やはり問題であ

ると思います。

次に、下水道特別会計について反対の立場で討

論いたします。

これは３５億円を超える予算規模でありますが、

このことは内容を見ましても使用料が１億２，００



０万円、調定に対して未済も１，０００万近くある

わけでありますけれども、これに対して中部、南

部の管理費だけでもこの金額に匹敵するわけであ

ります。一般管理費の総務費全体でいっても２億

１，０００万円を超えるわけでありますから、財政

面から見れば、いかにこの事業がむちゃな事業で

あるかということが明らかであります。

この議会での議論の中でも、合併浄化槽に比べ

て現在の下水道事業は５倍から６倍高くつくとい

う発言が現場から出たわけでありますけれども、

そういういうことからいっても、財政を無視した

この下水道事業こそが一般会計、泉南市全体の財

政を悪化している、こう言えると思います。そう

いうことから、早急にこのことの見直しを求める

ものであります。

続いて、国民健康保険の問題について意見を申

し上げます。

これはやはり国民健康保険を納めとる方の負担

が大変大きい、こういうことが大きな滞納につな

がっておるわけでありますし、このことはやはり

全体を一本化して国民健康保険をしなければなら

ないということは、市長会を通しても大きく叫ば

れておることでありますから、例えば市長が負担

をしておる健康保険は、３万円にも満たない、２

万数千円である。それに対して国民健康保険の負

担は倍以上でありますから、だれが考えてもそれ

は健康を維持するために負担のできる限界を超え

ておるわけであります。

そういう点から、このことも一番市民に近い自

治体がもっと効果のある働きかけを国の方にすべ

きであります。でなければ、介護保険が併設され

一緒にお金を集めるというところから、二重の大

きな破綻に至ると思います。そういう点から、国

民健康保険の根本的な改善を求めて反対の意見に

さしていただきます。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 南君。

○１４番（南 良徳君） 平成１１年度一般会計決

算について、賛成の立場から討論いたします。

この１１年度においては、単年度収支で８，２０

０万を超える赤字となる中で、市税徴収のあり方

が論議されました。とりわけ、高額滞納者に対し

ての行政の取り組みの甘さについては指摘せざる

－２４７－

を得ません。また、これらの問題に絡んで、公務

員の守秘義務についても指摘されたところであり

ます。

次に、財政厳しい中、補助金の査定についての

甘さがあります。また、平成１０年から１１年に

かけて、各種団体の補助金について一律１０％を

カットされましたが、そのような手法ではなく、

査定基準を作成し、活動状況によって増減を図る

べきであり、査定の問題とともに指摘しておきま

す。

さらに、農業公園を初め公共事業についての見

直しも必要であると考えます。農業公園について

平成１１年度においては、約１億８，０００万の支

出があります。国を初め大阪府や他の自治体にお

いても、公共事業の中止や凍結を含め見直しされ

ていますが、この事業については投資効果やラン

ニングコストをベースに事業評価をし、補助があ

るからといった安易な考え方でなく、将来に向か

って的確な判断をすべきではないでしょうか。

また、教育費においての学校施設整備費で４，４

００万円の不用額が計上されていますが、施設の

老朽化により各学校から整備の要望が多く寄せら

れており、国庫補助の関係があるとはいえ、これ

ほどの不用額を計上すべきではないと思います。

少しでも要望にこたえ予算執行すべきであります。

しかしながら、長年懸案の砂川樫井線の補償問

題の解決や信達小学校体育館建てかえ工事を初め、

公共下水道事業に２２億３，１００万、合併浄化槽

設置整備事業に４，１００万や道路新設改良１２路

線２億６，８００万円、学校施設整備に３億７，５０

０万等、都市基盤の整備を中心に成果を上げられ

ていることを高く評価するものであります。

冒頭指摘させていただきました問題を初め諸問

題を先送りすることなく、財政構造の抜本的改革

や市民ニーズを的確に把握し、市民に活力を与え

るような施策を実施されるよう要望し、平成１１

年度一般会計決算について賛成の討論といたしま

す。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 大森君。

○４番（大森和夫君） 日本共産党を代表しまして

付託議案第１１号、平成１１年度大阪府泉南市一

般会計歳入歳出決算認定と、２３号、平成１１年



度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について、反対の立場から討論を行い

ます。

９９年度決算は経常収支比率１００．８％と昨年

比３．６ポイント減少しましたが、公債費比率は危

険ラインの１５％を突破し１６．８％で、前年度比

０．５％増の財政の硬直化が進んでいます。市債の

年度末現在高は２４３億円にも上り、財政運営は

厳しい状況になっております。一般会計で２年連

続の赤字決算となり、実質収支で１億５，０００万

円に上る赤字となっています。財政難を理由にし

た市民いじめの施策がとられております。

長引く不況の中、市民生活は苦しく、市民の願

いは、住民本位の行財政改革を行い、入りをふや

し不要不急なむだな歳出を減らすことです。これ

により早急に財政を健全化し、福祉、教育を守る

自治体本来の役割を果たすことが求められており

ます。

今、官房機密費問題や諫早湾の干拓事業、長野

県の脱ダム宣言など、市民は税金の使われ方、大

型公共事業のあり方に厳しい目を向けております。

これらの点から９９年度決算について評価します

と、市民の願いの行財政改革にはほど遠く、むだ

な公共事業優先、同和事業優先の市政が進められ

ております。

歳入においては、税の徴収率アップが何よりも

求められております。市の職員の懸命な努力にも

かかわらず、府内で最低の徴収率８１．５％となっ

ております。また、不納欠損は昨年比より１億円

以上ふえ、２億円にも上っております。市税滞納

額は２１億円にも上り、その半分は２７人の高額

滞納者によるものです。高額滞納者に甘いと批判

もあり、厳しい姿勢で臨まなくてはなりません。

また、入札制度の高どまりも解消されず、９９

年度において設計価格１，０００万円以上の落札率

は平均９１．９％、最高は９９％となっています。

入札制度の改善は監査委員からも指摘され、地元

業者からも要望されているところであります。税

金を１円もむだにしないこと、また透明性を高め

談合疑惑などをなくすことが求められております。

歳入の面では、貧弱な教育予算のため、老朽、

危険校舎は放置されたままであります。多くの市

－２４８－

民が心を痛めている子供たちの荒れにもかかわる

重大な問題となっています。施設だけでなく学校

需用費が少なく、運営にも支障を来すものとなっ

ております。

逆に２７億円にも上る農業公園計画は、市の危

機的な財政状況に拍車をかけるものとなっており

ます。近隣に類似施設もあり、計画の縮小、変更

から当初の目的にそぐわなくなっている点、採算

の見通し、環境対策が不十分であるという指摘も

あり、根本的な見直し、凍結が必要であります。

補助金のあり方は、今決算委員会でも自主環境整

備補助金、共同浴場運営補助金などが議論となり

ましたが、事業内容、領収書関係のチェックも不

十分であり、改善が求められています。

同和事業、同和教育については、国において終

結に向かっていますが、市においては市同研に補

助金を出したり、鳴滝幼稚園の幼保一元化に基づ

く給食費の無料等、さらに管理名目があいまいな

駐車場の管理費などむだ遣いと逆差別となってお

ります。同和地域と一般地域との垣根を設ける同

和行政、同和教育は、すぐにやめるべきでありま

す。予算の主役を福祉、教育にすることが不況で

苦しむ市民の願いではないでしょうか。

地盤沈下と経営難に陥っている関西空港やりん

くうタウンからの税収の増加も期待できません。

投資的経費が大きく制限されている中、地元業者

の発展につながる身近な生活密着型の教育、福祉

にかかわる公共事業に回すべきであります。

続きまして、付託議案第２３号、平成１１年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について。

介護保険の導入や老人医療費の改悪が進められ、

高齢者を初め市民の置かれている状況は大変であ

ります。国保においても滞納もふえ、根本的な対

策が求められております。９９年度国保決算は低

所得者への生活を応援するものとなっていません。

市からの持ち出しをふやし、減免制度を充実し、

安心して暮らせるものとしなくてはなりません。

以上の点から、１１号、２３号の反対討論とい

たします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。



○１６番（島原正嗣君） 平成１１年度一般会計決

算審査に関し、次の意見を付して賛成するもので

あります。

本市は、「水・緑・夢あふれる生活創造都市」

としての都市基盤整備が急務であります。特に、

収入面におかれましては、市税の低迷、市債残高、

義務的経費が大きな比率を占めているところであ

ります。また、少子・高齢化社会や地域の福祉施

設の充実、介護事業、環境への配慮など、生活関

連社会資本の整備の重要性が求められているとこ

ろであります。したがって、健全財政の確立と収

税率の確保、受益者負担の適正化等、自主財源の

確立に万全を期すべきであります。

また、一方公共事業の適正な見直しや入札制度

の公正・公平化に努めることが必要であります。

さらに、保育に係る超過負担の解消等にも最善を

尽くすべきであります。

歳出につきましては、支出の構成比の中で民生

費が３２．５％、最も高い比率に位置しております。

土木費は１３．４％、教育費は１１．８％、公債費は

１１．２％、総務費は１１．０、衛生費は８．５であり

ます。また、不用額は５億２，５５７万８，１１３円

であります。前年度への執行率は９４．５％、前年

度比２．０％の増であります。

したがって、限られた財政、財源の中で、予算

執行に当たってはそれなりの最善を尽くしておら

れることを評価いたしまして、賛成するものであ

ります。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本１６件に対する討論を終結いたし

ます。

討論の結果、１６の会計のうち１３件の会計に

対し反対討論がなされました。よって、これより

平成１１年度各会計決算認定１６件に関し、１件

ずつ起立により採決いたしてまいります。

まず初めに、付託議案第１１号 平成１１年度

大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は委員長の報告のとお

－２４９－

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１１号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１２号 平成１１年度大阪府

泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１２号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１３号 平成１１年度大阪府

泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１３号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１４号 平成１１年度大阪府

泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決

算認定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１４号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１５号 平成１１年度大阪府

泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で



あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１５号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１６号 平成１１年度大阪府

泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１６号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１７号 平成１１年度大阪府

泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１７号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１８号 平成１１年度大阪府

泉南市道光寺池財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１８号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第１９号 平成１１年度大阪府

泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳

－２５０－

出決算認定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第１９号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２０号 平成１１年度大阪府

泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第２０号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２１号 平成１１年度大阪府

泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第２１号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２２号 平成１１年度大阪府

泉南市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 全会一致であります。よ

って付託議案第２２号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。



次に、付託議案第２３号 平成１１年度大阪府

泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第２３号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２４号 平成１１年度大阪府

泉南市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 全会一致であります。よ

って付託議案第２４号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２５号 平成１１年度大阪府

泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って付託議案第２５号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

次に、付託議案第２６号 平成１１年度大阪府

泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案認定可決で

あります。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 全会一致であります。よ

－２５１－

って付託議案第２６号は、委員長の報告のとおり

認定可決することに決しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、来る１２日午前１０時から本会議を

継続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

来る１２日午前１０時から本会議を継続開議する

ことに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時３９分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 奥和田 好 吉

大阪府泉南市議会議員 真 砂 満

大阪府泉南市議会議員 東 重 弘


